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はじめに 

○ 本会議は、新型インフルエンザ等対策の円滑な推進のため、新型インフル

エンザ等対策閣僚会議の下に設置された。 

 

○ 平成 21年に発生した新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）の経験を踏まえ、

平成 23 年９月 20 日に改定がなされた政府の「新型インフルエンザ対策行動

計画」（以下「政府行動計画」という。）の実効性をさらに高め、新型インフ

ルエンザ等発生時に、その脅威から国民の生命と健康を守り、国民の生活や

経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、「新型インフルエンザ等対策

特別措置法」（平成 24 年法律第 31 号。以下「特措法」という。）が、平成 24

年５月 11日に公布された。 

 

○ 特措法は、同法附則第１条に基づき、公布の日から起算して１年を超えな

い範囲内において政令で定める日から施行されることとされていることから、

同法の施行に向け、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令や、新たに

策定する政府行動計画、ガイドライン等に係る重要事項を中心に、平成 24年

８月の設置以来、本会議においては○回、社会機能に関する分科会（分科会

長：大西隆）においては○回、医療・公衆衛生に関する分科会（分科会長：

岡部信彦）においては○回にわたり議論を行い、一定の結論を得た。 

 

○ 今後制定される新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令や、新たに作

成する政府行動計画、ガイドライン等においては、本中間とりまとめの内容

が十分に踏まえられることを期待する。 
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１．新型インフルエンザ等対策の基本的な考え方 

 

１．１ 新型インフルエンザ等対策の目的→有識者会議検討事項 

   

○ 病原性が高く感染拡大のおそれのある新型インフルエンザや新感染症が万

一発生すれば、国民の生命や健康、経済全体にも大きな影響を与えかねない。

このため、新型インフルエンザ等対策を国家の危機管理に関わる重要な課題

と位置付け、次の２点を主たる目的として対策を講じていく必要がある。 

イ）感染拡大を可能な限り抑制し、国民の生命及び健康を保護する。 

・ 感染拡大を抑えて、流行のピークをなるべく後ろにずらし、医療提供体

制の整備やワクチン製造のための時間を確保する。 

・ 流行のピーク時の患者数等をなるべく少なくして医療体制への負荷を 

軽減するとともに、医療提供体制の強化を図ることで、必要な患者が適切

な医療を受けられるようにする。 

・  適切な医療の提供により、重症者数や死亡者数を減らす。 

ロ）国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにする。 

・  地域での感染拡大防止策により、欠勤者の数を減らす。 

・  事業継続計画の作成・実施等により、医療の提供の業務又は国民生活及

び国民経済の安定に寄与する業務の維持に努める。 

 

＜対策の効果 概念図＞ 
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１．２ 新型インフルエンザ等対策実施上の留意点について→有識者会議検討事項 

   

 （過去の経験等の尊重） 

○ 新型インフルエンザ等対策の実施にあたっては、2009年の新型インフルエ

ンザ発生時の経験を踏まえる必要があり、その経験を踏まえて取りまとめら

れた新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）対策総括会議の「報告書」や厚生

労働省の新型インフルエンザ専門家会議の「新型インフルエンザ対策ガイド

ラインの見直しに係る意見書」についても活かしていく必要がある。 

 

 （危機管理としての特措法の性格） 

○ 特措法は、万一の場合の危機管理のための制度であって、緊急事態に備え

てさまざまな措置を講じることができるよう制度設計されているが、新型イ

ンフルエンザや新感染症が発生したとしても、病原性の程度の判断の結果や、

抗インフルエンザウイルス薬等の対策が有効であるなどにより、新型インフ

ルエンザ等緊急事態の措置を講じなくても足りることもあり得ると考えられ、

どのような場合でもこれらの措置を講じるというものではないことに留意が

必要である。 

 

 （特措法の対象とその特性を踏まえた対応） 

○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第

114号。以下「感染症法」という。）法第６条第７項に規定する新型インフルエンザ

等感染症は、他の感染症と異なり、国民の大部分が免疫を獲得していないこ

と等から、全国的かつ急速にまん延し、かつ、国民の生命及び健康に重大な

影響を与えるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済の安定を著しく阻

害する可能性が高いことから、このような事態に備えて、特措法が制定され

たところであるが、未知の感染症である新感染症（感染症法第６条第９項に

規定する新感染症）の中で、その感染力の強さから新型インフルエンザと同

様に社会的影響が大きなものが発生した場合は、国家の危機管理として対応

する必要があることから特措法の対象としたところである。 

 

○ これらの特措法の対象となる、特措法第２条第１号に規定する新型インフ

ルエンザ等は、発生するまで具体的な特徴等が分からず、発生した場合であ

っても、その正確な知見を得るまでには相応の時間が必要となることが考え

られる。 

  このため、政府行動計画は、今までの知見に基づき飛沫感染・接触感染へ

の対策を基本としつつも、空気感染も念頭に置きつつ、さまざまな状況に対
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応できる対策の選択肢を示すものとするべきである。 

 

○ 発生当初の病原性・感染力等に関する情報が限られている場合には、これ

らが高い場合を想定した強力な対策を実施し、常に新しい情報を収集し、対

策の必要性を評価し、情報が得られ次第、適切な対策へと切り替えることが

求められる。 

  また、感染がまん延してくると社会は緊張し、いろいろな事態が生じるこ

とが想定される。したがって、あらかじめ決めておいたとおりには行かない

ことが考えられ、社会の状況を把握し、状況に応じて臨機応変に対処してい

くことが求められる。事態によっては、地域の実情等に応じて、都道府県や

各省等が政府対策本部と協議の上、柔軟に対策を講じることができるような

ことなども必要であり、現場が動きやすくなる工夫が必要である。 

 

○ なお、治療薬やワクチンが無い可能性が高いＳＡＲＳ（注1）のような新感

染症が発生した場合、公衆衛生対策が唯一の感染防止対策であり、公衆衛生

対策がより重要である。 

 

１．３ 新型インフルエンザ発生時の被害想定について→医療・公衆衛生に関する分科会

検討事項 

 

○ 行動計画の策定に当たっては、有効な対策を考える上で、患者数等の流行

規模に関する数値を置くが、実際に新型インフルエンザが発生した場合、こ

れらの想定を超える事態も、下回る事態もあり得るということを念頭に置い

て対策を検討・実施することが重要である。 

 

○ 新型インフルエンザの流行規模は、病原体側の要因（出現した新型インフ

ルエンザウイルスの感染力等）や宿主側の要因（人の免疫の状態等）、社会環

境など多くの要素に左右される。また、病原性についても低いものから高い

ものまで様々な場合があり得、事前にこれらを正確に予測することは不可能

である。 

 

○ あくまでこの被害想定は、現時点における科学的知見や過去のパンデミッ

                                                   
1  平成 15年４月３日、ＳＡＲＳ（重症急性呼吸器症候群）を感染症法上の新感染症として位置づけられた。同年７月

14日、世界的な研究が進んだことにより、病原体や感染経路、必要となる措置が特定されてきたため、指定感染症と

して位置づけ。同年 10月 10日、ＳＡＲＳの一連の状況を契機とした感染症対策の見直しに関する感染症法及び検疫

法の一部を改正する法律案が成立し、同法において、感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみ

た危険性が極めて高いなどの理由から、一類感染症として位置づけられた。なお、現在は二類感染症として位置づけ

られている。 
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クインフルエンザのデータを踏まえたある一定の前提の下におけるシナリオ

の例である。 

 

○ これらの推計に当たっては、新型インフルエンザワクチンや抗インフルエ

ンザウイルス薬等による介入の影響（効果）並びに現在の我が国の医療体制

及び衛生状況等を一切考慮していないことに留意する必要がある。 

 

○ 被害想定については、現時点において多くの議論があり科学的知見が十分

とは言えないことから、シナリオの一つとして用いた現行の数値を使用する

こととするが、厚生労働省は、引き続き最新の科学的知見の収集に努め必要

に応じて見直しを行うことが求められる。 

 

１．４ 新型インフルエンザ等発生時の社会情勢について→社会機能に関する分科会検

討事項 

 

○ 新型インフルエンザ等による社会への影響は、病原体側の要因（出現した

新型インフルエンザウイルスの病原性や感染力等）や宿主側の要因（人の免

疫の状態等）、社会環境など多くの要素に左右されるものであり、軽微なもの

から甚大なものまで様々な場合があり得る。 

 

○ 新型インフルエンザ等による社会への影響の想定には多くの議論があるが、

過去に世界で大流行したインフルエンザのデータ等を参考とした場合、医療

機関を受診する患者数（上限値）は、約 2,500 万人（注2）となると推計され

ることをはじめ、以下のような流行規模が一つの例として想定される。 

・ 国民の 25%が、流行期間（約８週間）にピークを作りながら順次罹患する。

罹患者は１週間から 10日間程度罹患し、欠勤。罹患した従業員の大部分は、

一定の欠勤期間後、治癒し（免疫を得て）、職場に復帰する。 

・ ピーク時（約２週間（注3））に従業員が発症して欠勤する割合は５％程度

（注4）と考えられるが、従業員自身の罹患のほか、寧ろ家族の世話、看護

等（学校・保育施設等の臨時休業や、一部の福祉サービスの縮小、家庭での

療養などによる）のため、出勤が困難となる者、不安により出勤しない者が

いることを見込み、ピーク時（約２週間）には従業員の最大 40％程度が欠

勤するケースが想定される。 
                                                   
2 米国疾病予防管理センターの推計モデルを用いて、医療機関受診患者数は、約 1,300万人～約 2,500万人と推計。 
3 アメリカ・カナダの行動計画において、ピーク期間は約２週間と設定されている。 

 National Strategy for pandemic influenza（Homeland Security Council May 2006） 

The Canadian Pandemic Influenza Plan for the Health Sector 
4 2009年に発生した新型インフルエンザ（A/Ｈ1Ｎ1）のピーク時に罹患した者は国民の約１％（推定） 
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○ このような状況を前提として想定される社会状況は、医療サービスについ

ては、爆発的に需要が増え、医療機関における業務資源（医療従事者、医薬

品、資器材、ベッド等）が大きく不足するなど、別紙のようなことが想定さ

れ、また、主要な業界等においては、このような社会状況を想定した対策と

目標を掲げている。 

 

○ 新型インフルエンザ等への対策は、不要不急の外出自粛等の要請、施設の

使用制限等の要請、各事業者における業務縮小等による接触機会の抑制など

医療サービス以外の感染拡大防止策と､ワクチンや抗インフルエンザウイル

ス薬等を含めた医療サービスを組みあわせて総合的に行うことが必要である。 

特に、医療サービス以外の感染拡大防止策については、社会全体で取り組

むことにより効果が期待されるものであり、全ての事業者が自発的に職場に

おける感染予防に取り組むことはもちろん、感染拡大を防止する観点から、

継続する重要業務を絞り込み、出張や会議などの対面による打ち合わせを避

け、電話会議やテレビ会議を利用する、在宅勤務、時差出勤を実施する等に

より、可能な範囲で感染拡大を防止する対策を実施することについて積極的

に検討することが望まれる。 

  事業者が業務計画を作成するに当たっては、行うべき新型インフルエンザ

等への感染防止対策を示す等、国が支援することが必要である。 

 

○ 一方で、このような社会情勢が想定されることを踏まえ、事業者の従業員

の罹患等により、一時期、サービス水準が相当程度低下する可能性を許容す

べきことを国民に呼びかけることも重要である。 

 

○ なお、公共交通機関の運行のあり方等については、国土交通省において調

査研究を進めていく必要がある。 

 

１．５ 基本的人権の尊重について→有識者会議検討事項 

 

○ 新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、特措法第 5 条や衆議院内

閣委員会における附帯決議（注5）を踏まえ、基本的人権を尊重することが重

                                                   
5  新型インフルエンザ等対策特別措置法案に対する附帯決議（平成 24年 3月 28日衆議院内閣委員会） 

（三）本法の規定に基づく私権の制限に係る措置の運用に当たっては、その制限を必要最小限のものとするよう、十

分に留意すること。 

新型インフルエンザ等対策特別措置法案に対する附帯決議（平成 24年 4月 24日参議院内閣委員会） 
（十七）新型インフルエンザ等対策に係る不服申立て又は訴訟その他国民の権利利益の救済に関する制度については、本法施行後三年

を目途として検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。 
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要であり、特措法第 29 条に基づく検疫のための停留施設の使用、同法第 31

条に基づく医療関係者への医療等の実施の要請等、同法第 45 条に基づく不要

不急の外出の自粛等の要請、学校、興行場等の使用等制限等の要請等、同法

第 49 条に基づく臨時の医療施設の開設のための土地等の使用、同法第 54 条

に基づく緊急物資の運送等、同法第 55 条に基づく特定物資の売渡しの要請等

の実施に当たって、国民の自由と権利に制限を加える場合は、その制限は当

該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものとしなければ

ならない。 

 

○ 具体的には、新型インフルエンザ等対策の実施に当たって、人権というも

のが後回しにならないようにするため、国民に対して十分説明し、納得して

もらうことが基本となる。国民から不満が出る前から先手を打って説明して

いくことが重要であり、特に国民の自由と権利に制限を加える場合は、イギ

リス保健省が定めた「パンデミック・インフルエンザへの対応 政策と計画

立案のための倫理的枠組み」にあるような、国民への継続的な情報提供、国

民に意見を表明する機会を与えることなどに配慮する必要があるのではない

か。 

 

１．６ 基本的対処方針等諮問委員会の活用について→有識者会議検討事項 

 

○ 新型インフルエンザ等対策有識者会議は、４月 27日に新型インフルエンザ

等対策特別措置法が成立したことを受け、その施行に向けて、政府行動計画

の作成に当たっての基本的考え方をはじめ、新型インフルエンザ等緊急事態

宣言や、感染拡大防止のための措置等の特措法上の重要な政令要件の基本的

考え方について総合的に議論するため、医学公衆衛生関係の専門家をはじめ、

法律、経済、危機管理の専門家や地方団体等の幅広い学識経験者が一堂に会

する場として設けられたものである。 

 

○ また、新型インフルエンザ等発生時には、どのような病原性を持つウイル

スが発生したのかが特に重要となるため、新型インフルエンザ等有識者会議

の委員から、医療公衆衛生の専門家を中心に、基本的対処方針等諮問委員会

を設け、政府対策本部が作成する基本的対処方針が医学公衆衛生学的観点等

から合理的なものとなるよう検討するものである。 

 

○ このため、新型インフルエンザ等が発生した場合、政府行動計画に基づき、
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基本的対処方針を定めるに当たっては、基本的対処方針等諮問委員会におい

て、発生した新型インフルエンザ等の病原性などの特性に関する高度な専門

的な判断をもとに対応措置を検討し、講じるべき対策等について政府対策本

部において最終判断をすることが求められる。 

また、政府行動計画で定めた措置等では対応ができない場合であっても、講

じるべき対策等について、最新の知見に基づく基本的対処方針等諮問委員会の

検討をもとに、政府対策本部において最終判断をすることが重要である。 

なお、緊急を要する場合であって、基本的対処方針等諮問委員会の委員を一

堂に会することができない場合であっても、できる限り委員の意見を聴くため

の方策を検討する必要がある。 

 

○ 誰がどう判断するのか責任体制の明確化を図ることが重要である。その意

味で新型インフルエンザ等対策有識者会議が設置され、基本的対処方針等諮

問委員会が設置されている。その一方で、基本的対処方針等諮問委員会が他

の専門家等と適宜連携を図り、情報交換を行うことも考えられる。 

 

○ また、迅速性の観点から基本的対処方針等諮問委員会で基本的対処方針等

の検討を行うが、節目の時期に新型インフルエンザ等対策有識者会議を開催

し、基本的対処方針等諮問委員会の委員以外の新型インフルエンザ等対策有

識者会議の委員とのコミュニケーションをとることは考えられる。 

 

１．７ 新型インフルエンザ等対策を行う関係機関相互の連携体制→有識者会議検

討事項 

 

○ 特措法においては、対策を迅速に実施するとの観点から、都道府県におけ

る対策の総合調整や、感染防止のための協力要請、物資の確保等の国民生活・

国民経済の安定に関する措置などについて、広域自治体である都道府県に一

元化して実施することとしている。 

  一方、感染症法においては、都道府県が実施する事務の多くを保健所設置

市が担うこととされている。 

 

○ 新型インフルエンザ等発生時には、特措法に基づく措置と感染症法等の他

の法律に基づく措置が相まって動くものであるため、都道府県の対策と保健

所設置市の対策と足並みを揃える必要がある。 

このため、平時においては、以下のような方策を講じることが必要である。 

 ・ 都道府県行動計画を作成する際に、他の地方公共団体と関係がある事項
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を定めるときは、他の地方公共団体の長の意見を聴く（特措法第７条第３

項）など、特措法に定められる連携方策を確実に実施すること（例えば、

感染症法に基づく入院措置に関する事務は、保健所設置市が実施主体とな

っているため、当該事項に関して、事前に保健所設置市と調整する必要が

ある。）。 

   また、都道府県行動計画の案の作成の際、あらかじめ学識経験者の意見

を聴く（特措法第７条第８項）ための場を設けるに当たって、市町村6の代

表者に参加いただくなど、特措法上の連携方策以外にも都道府県と県内の

自治体が連携して対策を講じるための方策もある。 

 ・ 県内の自治体も含めた他の地方公共団体と共同での訓練の実施に努める

こと（特措法第 12条第１項）。 

 

○ なお、特措法第３条及び第４条において、国、地方公共団体、指定（地方）

公共機関、登録事業者、一般の事業者、国民の責務がそれぞれ定められてお

り、また、その他の個別具体的な条文においてもそれぞれの役割が定められ

ている。政府行動計画においては、具体的な事項を定めることとなるが、そ

の際は、特措法に定められたそうした責務や役割を踏まえ、どの主体がどの

ような役割を担うのかが、明らかになるようにする必要がある。  

                                                   
6 新型インフルエンザ等対策特別措置法第 73 条において、特別区は、市とみなすとされており、本取りまとめにおい

て、市町村は特別区を含むものとする。 
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２．指定（地方）公共機関→社会機能に関する分科会検討事項 

 

○ 新型インフルエンザ等対策は、政府行動計画及び基本的対処方針の下に、

基本的には、国、都道府県及び市町村において実施すべきものであるが、そ

の実施すべき事項は多岐にわたっており、行政が必要なすべての資源、機能

を常に自ら用意しておくことは困難である。医薬品又は医療機器の製造又は

販売や電気、ガス、運輸、通信などの公益的事業を営む法人は、その社会的

責務を有しており、他の事業者とは異なり、危機時においてその本来的な業

務を通じて特別の責務を担うことが期待される。このため、災害対策基本法

などと同様に、指定公共機関制度を設け、新型インフルエンザ等が発生した

場合は、指定（地方）公共機関の実施する対策が、国及び地方公共団体の対

策と調和し、適切かつ効果的に行われることを期待するものである。 

 

○ 指定（地方）公共機関は、特措法第３条において、国、地方公共団体と並

んで、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を負う。また、平時には、

発生時の措置の実施に備えて、業務計画の作成、備蓄等の義務を負うことと

されており、発生時には、政府対策本部長（都道府県対策本部長）の総合調

整・指示を受けることとされている。このように、指定（地方）公共機関は、

一般の事業者や国民とは異なる公的責務を負うことから、行政に対し、労務、

施設、設備又は物資の確保について応援を求めることができることとされて

いる。 

 

○ 指定公共機関の指定に当たっては、特措法に定める要件に該当することは

もちろんのこと、特措法に定める個別の事業ごとに期待される具体的な措置

との関連性、危機時においても当該措置を継続することができるための事業

規模など、通則的な指定基準を、同様の制度を設けている国民保護法等も参

考に、以下のとおり策定することが適当である。 

 

＜通則的な指定基準＞ 

指定公共機関の対象とする法人は、その業務の公益性や新型インフルエンザ

等対策のための措置との関連性を以下の基準に基づき、総合的に判断して指定

する。 

・ 特措法第２条第６号の要件（公共的機関・公益的事業を営む法人）に該当

すること。      
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・ 当該法人の行う業務が、指定公共機関が実施する措置として想定されるも

のとの関連性が保たれていること。      

・ 当該法人の業務地域が広域にわたること。 

※ 基本的には全国的見地から指定することを想定している指定公共機関 

の性格を踏まえ、指定地方公共機関との役割分担上、少なくとも、当該法

人の業務の影響が及ぼされる地域が２以上の都道府県にまたがることと

する。（北海道、沖縄県は別途考慮）  

・ 当該法人が民間企業である場合には、その事業の規模が相当と認められる

こと。 

※ 同一業種の事業者間での整合が図られるよう、事業規模が同程度の事業 

者については、当該事業者の意向を尊重しつつ、ばらつきが生じないよう

指定する。  

・ 当該法人が措置を確実に実施することができると認められること。 

※ 従業員数、業務用の施設・設備、経営状況等により確実に実施できるか

どうか確認する。 

 

○ 以上のような通則的な指定基準に基づき、個別の事業ごとに期待される具

体的措置を踏まえ、事業ごとの具体的な基準を設けることが適当である。 

  この事業ごとの基準については、国民保護法等の扱いが参考になり、期待

される措置が国民保護法等と同一である場合には、国民保護法等と同様の基

準を設けるべきと考えられる。期待される措置が国民保護法等と一部違いが

ある場合には、新型インフルエンザ等対策の特性を踏まえた基準に適宜修正

し、基準を設けるべきである。 

また、期待される措置が国民保護法等とは異なり、新型インフルエンザ等対

策特有のものである場合には、新型インフルエンザ等対策の特性を踏まえた基

準を新たに設けるべきである。 

このような基本的考え方を基に、事業ごとの基準については、以下のとおり

考えることが適当である。 

 

イ）電気通信事業者の指定の考え方  

（期待される措置） 

特措法第 53 条第２項に基づき、電気通信事業者（電気通信事業法（昭和

59 年法律第 86 号）第２条第５号に規定する電気通信事業者をいう。）であ

る指定公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれそ

の業務計画で定めるところにより、通信を確保し、及び新型インフルエン

ザ等緊急事態措置の実施に必要な通信を優先的に取り扱うため必要な措置
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を講じなければならない。 

（基準） 

   ・ 通信及びその優先的取り扱いを確保できること。 

（一定程度の伝送路設備（電気通信回線設備）を自ら設置する固定電 

話会社及び携帯電話会社） 

   ・ 地域ブロックの相当範囲で電気通信役務を提供する事業者であるこ

と。（全国規模で電気通信役務を提供する事業者） 

   ・ 電気通信事業者の中で一定の事業規模を有していること。 

（固定電話会社、携帯電話会社は総加入者数のおおむね 10％程度以上

の加入者を有すること） 

  

ロ）電気事業者の指定の考え方 

（期待される措置） 

特措法第 52 条第１項に基づき、電気事業者（電気事業法（昭和 39 年法

律第 170 号）第２条第１項第 10 号に規定する電気事業者をいう。）である

指定公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその

業務計画で定めるところにより、電気を安定的かつ適切に供給するため必

要な措置を講じなければならない。 

  （基準） 

・ 相当数の需要者に電気を供給する義務を履行する事業者であること。 

（通常業務として、供給区域において電気を供給する法的義務を負う一

般電気事業者、及び一般電気事業者を相手方としてその供給電力を補完す

る電力を供給する法的義務を負う卸電気事業者のうち国が政策的に供給

需要を満たすよう設立した事業者） 

 

 ハ）ガス事業者の指定の考え方  

（期待される措置） 

特措法第 52 条第１項に基づき、ガス事業者（ガス事業法（昭和 29 年法  

律第 51 号）第２条第 11 項に規定するガス事業者をいう。）である指定公共

機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその業務計画で

定めるところにより、ガスを安定的かつ適切に供給するため必要な措置を講

じなければならない。 

  （基準） 

   ・ ガスを広域の供給区域で相当数の需要家に供給する事業者であるこ

と。 

   ・ 複数の都道府県でガスを供給する事業者であること。 
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   ・ ガス事業者の中で一定の事業規模を有していること。 

（需要家数（取り付けガスメーター数）を基準として、家庭用需要  

家数がおおむね 100万個以上） 

 

ニ）鉄道事業者：旅客及び貨物の適切な運送、緊急物資の運送  

（期待される措置） 

特措法第 53 条第１項に基づき、運送事業者である指定公共機関は、新型

インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところ

により、旅客及び貨物の運送を適切に実施するため必要な措置を講じなけれ

ばならない。また、特措法第 54 条に基づき、指定行政機関の長又は特定都

道府県知事が新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため緊急の必要

があると認めるときに、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な

食料・燃料・医薬品等の運送の要請・指示を受けることとされている。 

（基準） 

・ 複数の都道府県の住民の相当数を運送する路線を運行すること。 

      （年間輸送人員がおおむね１億人以上であること） 

    ・ 食料、医薬品、燃料等の緊急物資の輸送に関して、相当数の貨物を

運送できること。 

      （全国的規模で貨物運送事業を営む事業者であること） 

 

ホ）航空事業者：在外邦人の帰国支援  

（期待される措置） 

政府行動計画に基づき、帰国を希望する在外邦人について、可能な限り 

定期航空便等の運航が行われている間の帰国が図られるよう、増便も含めた

対応の依頼等を受けることとされている。 

（基準） 

・ 相当数の旅客を運送できること。 

・ 国際路線をジェット航空機で運航している事業者であること。 

    （ジェット航空機は、旅客を運送する航空機にあっては座席が 100 席

超のもの） 

 

ヘ）貨物自動車運送事業者（トラック事業者）：緊急物資の運送 

（期待される措置） 

特措法第 53 条第１項に基づき、運送事業者である指定公共機関は、新型

インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところ

により、旅客及び貨物の運送を適切に実施するため必要な措置を講じなけれ
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ばならない。また、特措法第 54 条に基づき、指定行政機関の長又は特定都

道府県知事が新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため緊急の必要

があると認めるときに、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な

食料・燃料・医薬品等の運送の要請・指示を受けることとされている。 

（基準） 

   ・ 食料、医薬品、燃料等の緊急物資の輸送に関して、相当数の貨物を

幹線輸送として運送できること。 

   ・ おおむね全国的な規模で事業を営んでいる事業者であること。（複数

の地域ブロックに相当数の事業所を有していること） 

   ・ トラック事業者の中で一定の事業規模を有していること。 

     （広域的な貨物の運送に供することのできるトラックを概ね 10,000

台以上保有していること） 

 

 ト）内航船舶運航事業者 ：緊急物資の運送 

（期待される措置） 

特措法第 53 条第１項に基づき、運送事業者である指定公共機関は、新型

インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところ

により、旅客及び貨物の運送を適切に実施するため必要な措置を講じなけれ

ばならない。また、特措法第 54 条に基づき、指定行政機関の長又は特定都

道府県知事が新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため緊急の必要

があると認めるときに、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な

食料・燃料・医薬品等の運送の要請・指示を受けることとされている。 

（基準） 

   ・ 食料、医薬品、燃料等の緊急物資の輸送に関して、広域的に運送で

きること。 

   ・ 地域ブロックの相当範囲を運行する事業者であること。 

（３以上の都道府県内の港湾に寄港する片道の航路距離が 300 ㎞以 

上の定期航路を運航している事業者） 

   ・ 内航海運業者の中で一定の事業規模を有していること。 

（総トン数が 1,000 トン超の一般貨物を運送するＲＯＲＯ船（長距離

フェリーを含む。）又は総トン数が 3,000トン超の油槽船並びにそれら

に準ずる輸送能力を有するコンテナ船を３隻以上運航している事業者） 

 

※ なお、旅客の運送を行う旅客船事業者としては、その多くは感染拡大へ

配慮するほどの混雑度は認められないため指定しないことが適当である。 
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 チ）外航海運業事業者 ：緊急物資の運送 

（期待される措置） 

特措法第 53 条第１項に基づき、運送事業者である指定公共機関は、新型

インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところ

により、旅客及び貨物の運送を適切に実施するため必要な措置を講じなけれ

ばならない。また、特措法第 54 条に基づき、指定行政機関の長又は特定都

道府県知事が新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため緊急の必要

があると認めるときに、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な

食料・燃料・医薬品等の運送の要請・指示を受けることとされている。 

（基準） 

   ・ 本邦と海外との間で相当数の食料、医薬品、燃料等の緊急物資を運

送できること。 

   ・ 外航海運業者の中で一定の事業規模を有していること。（総トン数が

2,000トン超の国際船舶を３隻以上運航する事業者） 

 

リ）放送事業者 

   政府行動計画に基づき、政府は国民に対し、できる限り迅速に情報提供

を行うこととされているため、速報性のある媒体であるテレビ・ラジオ放

送事業を日本全国において行う日本放送協会を指定することとする。 

 

ヌ）公共的施設の管理者  

   検疫法及び特措法第 29条第１項に基づき、特定検疫港等における検疫の

実施のため、協力を求めることが想定される空港管理者について指定する。 

  ※ なお、道路管理者、河川管理施設は、新型インフルエンザ等発生時に

想定される措置がないため、指定しない。 

 

○ なお、旅客自動車運送事業者（バス事業者）について、業務地域が広域に

わたる高速バスは、運送量も大きくなく、感染拡大への配慮の必要性が低い

ため国の指定公共機関とはしないことが適当である。 

 

ル） 医療関係機関 

（期待される措置） 

特措法第 47 条に基づき、病院その他の医療機関である指定公共機関は、

新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその業務計画で定めると

ころにより、医療を確保するため必要な措置を講じなければならない。 

（基準） 
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・ 医療の全国的・安定的な提供に寄与すること。 

     ※ 日本赤十字社、独立行政法人国立病院機構等 

   ・ 医療関係者による全国的な団体であること。 

 

 ヲ）医薬品等製造販売業者、医薬品等製造業者、医薬品等販売業者 

（期待される措置） 

特措法第 47 条に基づき、医薬品等製造販売業者（薬事法第 12条第１項の

医薬品又は医療機器の製造販売業の許可を受けた者をいう。）、医薬品等製造

業者（同法第 13 条第１項の医薬品又は医療機器の製造業の許可を受けた者

をいう。）若しくは医薬品等販売業者（同法第 24条第１項の医薬品の販売業

又は同法第 39 条第１項の高度管理医療機器等（同項に規定する高度管理医

療機器等をいう。）の販売業の許可を受けた者をいう。）である指定公共機関

は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその業務計画で定め

るところにより、医薬品又は医療機器の製造又は販売を確保するため必要な

措置を講じなければならない。 

（基準） 

・ 医薬品の製造販売業者については、抗インフルエンザウイルス薬、

ワクチンの全国的・安定的な供給が可能であることとし、指定対象は

以下のとおりとする。 

➢ 抗インフルエンザウイルス薬 

抗インフルエンザウイルス薬の製造販売業者（薬事法に基づく製

造販売承認を受け、品質保証、継続供給等の責務を有する製造販売

業者）であること。  

➢ ワクチン 

      新型インフルエンザ発生時において、国の指示の下、新型インフ

ルエンザワクチンを生産し、日本国内に供給する義務等を有する製

造販売業者であること。 

・ 医療機器の製造販売業者については、注射器、シリンジ等の全国的・

安定的な供給が可能であることとし、指定対象は以下のとおりとする。 

➢ 注射針、シリンジ等 

     注射針、シリンジ等の製造販売業者であること。 

・ 医薬品卸売販売業者については、医薬品の全国的・安定的な配送が

可能であることとし、医薬品卸売販売業者の全国的な団体を指定する

こととする。    

 

 ワ）その他 
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・ 特措法第 61 条に基づき、日本銀行は、新型インフルエンザ等緊急事

態において、その業務計画で定めるところにより、銀行券の発行並びに

通貨及び金融の調節を行うとともに、銀行その他の金融機関の間で行わ

れる資金決済の円滑な確保を通じ、信用秩序の維持に資するため必要な

措置を講じなければならないこととされているため、日本銀行を指定す

る。 

・ 特措法第 53 条第３項に基づき、郵便事業を営む者及び一般信書便事

業者（民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第 99

号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者をいう。）である指定公

共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその業務

計画で定めるところにより、郵便及び信書便を確保するため必要な措置

を講じなければならないこととされているため、日本郵便株式会社を指

定する。 

 

○ 上記基準を踏まえ、基準に見合う事業者の意向を尊重しつつ、個別具体的

に、指定公共機関として指定することが適当である。 

 

○ なお、都道府県知事による指定地方公共機関の指定については、国におけ

る指定公共機関の指定基準を参照しつつ、地域的な特殊性も踏まえながら、

都道府県と相談の上、手引き等を作成していくことが適当である。路線バス

事業者は、乗車率が高く感染拡大への配慮の必要性がある場合に、指定地方

公共機関として指定することを検討する。また、医療関係機関における指定

地方公共機関の考え方は以下のとおりとする。 

・ 感染症対応に専門的な知見及び施設をもつ感染症指定医療機関（特定、

第一種、第二種） 

・ 相当数の入院病床があり、救命対応が可能な医療機器等が整備されてい

る。 

・ 個別の医療機関の他に、全ての医療機関が新型インフルエンザ等の診療

に関わる可能性があるという観点から、国民保護法等でも指定されている

医療関係者による団体の指定も想定される。   
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３．国民への情報提供について→有識者会議検討事項 

 

３．１ 平時における国民への情報提供 

 

○ 発生時の危機に対応する情報提供だけでなく、予防的対策として、平時に

おいて、新型インフルエンザ等の予防及びまん延の防止に関する情報など、

発生した場合の新型インフルエンザ等対策に関し周知を図り、納得してもら

うことが、いざ発生した時に国民に正しく行動してもらう上で必要である。 

 

○ 学校は集団感染が発生したり、地域への感染拡大の起点となりやすい特性

があることから、普段から保健衛生部局や教育委員会と連携して、児童生徒

等に対し感染症や公衆衛生について情報提供し、丁寧に指導していくことが

必要である。 

 

３．２ 発生時における国民への情報提供 

 

○ 誰もが感染源になり得るものであり、それが責められるようなことではな

いという認識を国民が持つように情報提供すべきである。 

 

○ 風評被害の問題を含め、誤った情報が出た場合は、迅速に打ち消す情報を

出すことも重要である。 

 

○ 個人情報の公表の範囲について、プライバシーの保護と公益性のバランス

を考慮する必要がある。プライバシーを保護することは重要であることは当

然であるが、国民の生命、ひいては国民生活・国民経済に多大な影響を及ぼ

すおそれがある状況下における新型インフルエンザ等の発生状況等に関する

情報伝達の公益性にも留意した情報提供の在り方を検討することが求められ

る。 

 

３．３ その他 

 

○ 国民への情報提供については、厚生労働省の新型インフルエンザ専門家会

議の「新型インフルエンザ対策ガイドラインの見直しに係る意見書」で取り

まとめられている意見が概ね妥当である。 
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イ） 広報担当官を中心としたチームの設置等 

○ 政府対策本部及び厚生労働省における広報担当官に望まれる役割等を明示

する必要がある。 

・ 広報担当官は、発生状況や対策に関する情報を、分かりやすく提供するス

ポークスパーソンとしての役割を有する。  

・ 広報担当官は、感染症全般に関する一定の知識を有し、政府における意思

決定にある程度関与できる立場であることが求められる。行政官と専門家が

共同して担当することも考えられる。  

・ 政府対策本部及び厚生労働省における広報担当チームの設置に当たって 

は、基本的対処方針等諮問委員会の委員をメンバーに含め、三者が一体的に

活動することも考えられる。 

 

○ 政府対策本部及び厚生労働省における広報担当官を中心とした広報担当チ

ームの具体的な業務や運営方法を明示する必要がある。 

・ 情報の集約・整理・発信・窓口業務を実施することが求められる。 

・ 一元的な情報発信のため、各対象への窓口を一本化する必要がある。 

 

○ 情報提供に際し、政府対策本部や関係省庁の調整が必要である。 

・ 対策の実施主体となる省庁が適切に情報を提供できるよう、政府対策本 

部が調整する必要がある。 

 

ロ） 情報提供手段の確保 

○ 国民が情報を得る機会の増加や、受け取り手に応じた情報提供のため、イ

ンターネットを含めた多様な情報提供手段を活用する必要がある。 

 

○ 地方自治体がコールセンターを設置する際に、他の公衆衛生業務に支障を

来さない運用方法を例示することが求められる。 

（例）・一般的な問い合わせには事務職員を活用 

       ・Ｑ＆Ａを作成した上で外部の民間業者に委託   

 

ハ） リアルタイムかつ直接的な方法での双方向の情報共有の検討 

○ 国と地方自治体との情報共有の具体的な方法を例示することが求められる。 

  （例）・担当者連絡先の事前共有と、発生時の問い合わせ窓口の設置 

     ・メール等による対策の理由、プロセス等の共有  
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○ 医療関係者との直接的な情報共有方法を例示することが求められる。 

  （例）・メールマガジン等を通じた情報共有と、問い合わせ等に対するフィ

ードバック  

 

○ 国民への情報提供を行う手法として、利用者の増大しているＳＮＳ（ソー

シャル・ネットワーク・サービス）の活用について、今後検討する。 
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４．医療体制の確保について→医療・公衆衛生に関する分科会検討事項 

 

４．１ 発生時における医療体制の維持・確保について 

 

○ 医療体制の確保については、厚生労働省の新型インフルエンザ専門家会議の

「新型インフルエンザ対策ガイドラインの見直しに係る意見書」で取りまとめられて

いる内容が概ね妥当であり、次のように考えられる。 

 

（１）未発生期から進める医療体制の整備について 

○ 都道府県並びに保健所を設置する市及び特別区（以下「都道府県等」とい

う。）は、２次医療圏等の圏域を単位とし、保健所を中心として、地域医師会、

地域薬剤師会、地域の中核的医療機関（国立病院機構、大学附属病院、公立

病院等）を含む医療機関、薬局、市町村、消防等の関係者からなる対策会議

を設置し、地域の関係者と密接に連携を図りながら地域の実情に応じた医療

体制の整備を推進する。 

 

○ 都道府県と保健所を設置する市及び特別区は、医療体制の整備に関する協

議を行い、その役割分担について調整することが求められる。 

 

○ 都道府県においては、保健所を設置する市及び特別区が管轄する地域を含

め、２次医療圏等の圏域ごとの医療体制の整備状況を随時フォローアップす

るとともに、必要な助言、調整を行える体制を整備することが求められる。  

 

○ 医療機関は、地域感染期において極端に増加する患者への対応や出勤可能

な職員数の減少等の影響等を踏まえ、医療機関の特性や規模に応じた継続し

て医療を提供するための診療継続計画を作成する必要がある。 

 

○ 都道府県等は、市町村の協力を得て、地域医師会等と連携して、あらかじ

め帰国者・接触者外来を設置する医療機関や公共施設等のリストを作成し、

設置の準備をすることが求められる。 

 

○ 帰国者・接触者外来については、感染症指定医療機関のみでなく、身近な

地域で受診できるよう、その体制を確保することが望ましい。このため、都

道府県等は、地域の実情を勘案し、概ね人口１０万人に１か所程度、当該管
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轄地域内に確保することが求められる。 

 

○ 都道府県等は、帰国者・接触者相談センターの設置の準備を進めることが

求められる。 

 

○ 新型インフルエンザ等患者の入院に備え、医療機関は、病床利用率や診療

継続計画に基づき入院可能病床数（定員超過入院等を含む。）を試算しておく

必要がある。都道府県は、市町村の協力を得て、これらの試算をもとに、あ

らかじめ地域感染期以降に重症者の入院のために使用可能な病床数を決定し、

対策立案の基礎資料とする。また、患者数が大幅に増加した場合にも対応で

きるよう、重症者は入院、軽症者は在宅療養に振り分けるとともに、医療体

制の確保を図ることが重要である。 

 

○ 病診連携、病病連携は、地域の自助・互助のために重要であり、都道府県

等は地域の自助・互助を支援するため、平時より新型インフルエンザ等を想

定した病診連携、病病連携の構築を推進することが望ましい。また、在宅療

養の支援体制を整備しておくことも重要である。 

 

○ 都道府県等は、入院治療が必要な新型インフルエンザ等の患者が増加し、

医療機関の収容能力を超えた場合に備え、公共施設等医療施設以外の施設で

医療を提供することについて検討を行う必要がある。 

 

（２）発生期における医療体制の維持・確保について 

（海外発生期から地域発生早期における医療体制について） 

○ 海外発生期から地域発生早期において、発生国からの帰国者であって、発

熱・呼吸器症状等を有する者について、新型インフルエンザ等に罹患する危

険性がそれ以外の患者と大きく異なると考えられる間は、帰国者・接触者外

来において診断を行う。そのため、都道府県等は、帰国者・接触者外来を整

備する。 

 

○ 新型インフルエンザ等が海外で発生し帰国者・接触者外来を設置した場合、 

都道府県等は、速やかに帰国者・接触者相談センターを設置する。 

 

○ 地域発生早期において、新型インフルエンザ等と診断された者に対しては

原則として、感染症法に基づき感染症指定医療機関等に移送し、入院勧告を

行う。 
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（地域感染期以降における医療体制について） 

○ 地域感染期となった場合には、都道府県等は、帰国者・接触者外来及び帰

国者・接触者相談センターの設置並びに感染症法に基づく患者の入院措置を

中止する。 

 

○ 新型インフルエンザ等の患者の診療を行わないこととしている医療機関等

を除き、原則として一般の医療機関において、新型インフルエンザ等の患者

の診療を行う。その際、通常の院内感染対策に加え、新型インフルエンザ等

の患者とその他の患者とを可能な限り時間的・空間的に分離するなどの対策

を行うことが求められる。 

 

○ 地域全体で医療体制が確保されるよう、例えば、外来診療においては、軽

症者をできる限り地域の中核病院以外の医療機関で診療する、地域の中核病

院の診療に他の医療機関の医師が協力する等、病診連携を始め医療機関の連

携を図ることが重要である。 

 

○ 入院診療は、原則として内科・小児科等の入院診療を行う全ての医療機関

において行うこととするが、地域の実情に応じ、感染症指定医療機関等のほ

か、公的医療機関等（国立病院機構、国立大学附属病院、公立病院、日赤病

院、済生会病院、労災病院等）で、入院患者を優先的に受け入れるように努

める。 

 

○ 患者数が大幅に増加した場合にも対応できるよう、重症者は入院、軽症者

は在宅療養に振り分けることとし、原則として、医療機関は、自宅での治療

が可能な入院中の患者については、病状を説明した上で退院を促し、新型イ

ンフルエンザ等の重症患者のための病床を確保するように努める。 

 

○ このほか、医療機関は、原則として、待機可能な入院や手術を控えること

が求められる。 

 

○ これらの対応を最大限行った上でも、新型インフルエンザ等の患者数が増

加し医療機関が不足する事態となった場合には、当該医療機関は、医療法施

行規則第 10条ただし書き（注7）に基づき、定員超過入院等を行うほか、都道

                                                   
7  医療法施行規則 

第 10 条 病院、診療所又は助産所の管理者は、患者、妊婦、産婦又はじよく婦を入院させ、又は入所させるに当たり、次の各号に掲げ

る事項を遵守しなければならない。ただし、第１号から第３号までに掲げる事項については、臨時応急のため入院させ、又は入所させ
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府県知事は、特措法第 48条に基づき、医療機関以外の施設の用途を一時的に

変更して使用する、又は新たに仮設の医療施設を設置し、医療の提供を行う

必要がある。 

 

４．２ 臨時の医療施設について 

 

○ 特措法第 48条において、都道府県知事は当該都道府県の区域内において病

院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、

患者等に対する医療の提供を行うための施設であって、都道府県知事が臨時

に開設するもの（「臨時の医療施設」という。）において医療を提供しなけれ

ばならないこととされている。 

 

○ 医療機関以外において医療を提供する場として、以下の施設が想定される。 

・既存の医療機関の敷地外などに設置したテントやプレハブ 

・体育館や公民館などの公共施設 

・ホテルや宿泊ロッジなどの宿泊施設 

 など 

 

○ 臨時の医療施設の設置を検討する際、医療体制の確保、感染拡大の防止及

び衛生面に関して、次に掲げる条件等を考慮する必要がある（必ずしもこれ

らの条件をすべて満たす必要はない。）。 

・医薬品・医療機器等や医療従事者が確保されること 

・多数の患者の宿泊が可能なスペース、ベッド等があること 

・化粧室やシャワーなど衛生設備が整っていること 

・食事の提供ができること 

・冷暖房が完備していること 

・十分な駐車スペースや交通の便があること 

 

○ 臨時の医療施設において医療の提供を受ける患者の例としては、新型イン

フルエンザ等を発症し外来診療を受ける必要のある患者や病状は比較的軽症

であるが、在宅療養を行うことが困難であり入院診療を受ける必要のある患

者等が考えられる。 

 

                                                                                                                                                     
るときは、この限りでない。 

１ 病室又は妊婦、産婦若しくはじよく婦を入所させる室（以下「入所室」という。）には定員を超えて患者、妊婦、産婦又はじよく婦

を入院させ、又は入所させないこと。 

２ 病室又は入所室でない場所に患者、妊婦、産婦又はじよく婦を入院させ、又は入所させないこと。 

３ 精神病患者又は感染症患者をそれぞれ精神病室又は感染症病室でない病室に入院させないこと。 
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○ このほか、病原性及び感染力が相当高い、または治療法が確立していない

等の新型インフルエンザ等の発生により、入院診療を要する患者等が増加し

たため、院内感染対策上、患者等とそれ以外の疾患の患者とを空間的に分離

する目的で、当該患者等を臨時の医療施設に入院させる場合も考えられる。 

 

○ 臨時の医療施設においては、医療従事者の確保や、医療設備面等から高度

な医療の提供は困難であることから、可能な限り臨時の医療施設を設置しな

ければならないような状況を回避できるよう医療機関が診療継続計画を作

成・運用することにより、病診連携・病病連携の構築を推進することが望ま

しい。 

 

４．３ 医療関係者に対する要請・指示、補償について 

 

○ 特措法第 31条において、新型インフルエンザ等の患者等に対する医療の提

供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定め

る医療関係者に対し、都道府県知事は医療を行うよう要請又は指示すること

ができるとされている。また、国及び都道府県は、予防接種を行うため必要

があると認めるときは、医療関係者に対して必要な協力を要請又は指示する

ことができるとされている。 

 

○ 特措法第 62 条第２項において、国及び都道府県は、同法第 31 条の要請又

は指示に応じて患者等に対する医療等を行う医療関係者に対して、政令で定

める基準に従い、その実費を弁償しなければならないとされている。 

 

○ 特措法第 63 条において、都道府県は、同法第 31 条の要請又は指示に応じ

て、患者等に対する医療の提供を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷

し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定める

ところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因に

よって受ける損害を補償しなければならないとされている。 

 

（１） 要請・指示を行う状況について 

○ 新型インフルエンザ等が発生した場合、都道府県行動計画に定めるところ

により、医療の提供が行われることとなるが、病原性が非常に高い場合など、

「都道府県知事による通常の協力依頼のみでは医療の確保ができないような

場合」に特措法 31条に基づく要請又は指示（以下「要請等」という。）を検

討する。なお、実際の要請等は慎重に行うべきものとするべきである。 
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○ 「都道府県知事による通常の協力依頼のみでは医療の確保ができないよう

な場合」とは、以下のような場合が想定される。 

・ 帰国者・接触者外来や臨時の医療施設など、日常診療とは異なる場にお

いて医療の提供を行う必要があり、そのための医療関係者を確保できない

場合 

・ 例えば、地域のほとんど全ての医療機関が診療を休止するなど当該地域

における医療体制の確保が困難となり、当該地域に所在する医療機関に対

し医療の提供を要請する場合 

  

○ 医療関係者への要請等の方法については、医療関係者に対し個別に要請等

を行い日常診療とは異なる場で医療の提供を行う方法、又は、医療機関の管

理者に要請等を行い、日常診療とは異なる場若しくは当該医療機関において

診療体制の構築を依頼する方法等が考えられる。 

 

（２） 要請等を受けて医療等を提供する体制について 

○ 特措法第 31条の医療関係者は、災害救助法など類似の法令を参考として定

める方法が考えられる。 

 

○ 新型インフルエンザ等の発生時においても、質が高く、安心で安全な医療

等を円滑に提供するためには、新型インフルエンザ等の患者等に対して医療

を行う医療関係者の他、事務職員を含め多くの職種の協力が不可欠であり、

各医療スタッフ等がチームとして医療提供を行うことが求められる。したが

って、特措法第31条に基づき要請等を受けて医療等を提供する体制は、医師、

看護師等の有資格者のみならず、患者等と直接接する事務職員等を含めたも

のとすることも検討すべきである。 

 

（３） 補償基準、申請手続等の政令要件について  

○ 補償基準、申請手続等については、新型インフルエンザ等によるものと、

災害等によるものとは大きな違いがないものと考えられるため、災害救助法

等と同様の基準、手続きとすることが適当と考えられる。 

 

４．４ 抗インフルエンザウイルス薬等について 
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○ 抗インフルエンザウイルス薬については、厚生労働省の新型インフルエンザ専門

家会議の「新型インフルエンザ対策ガイドラインの見直しに係る意見書」で取りまと

められている内容が概ね妥当であり、次のように考えられる。 

 

（１） 抗インフルエンザウイルス薬の備蓄 

○ 諸外国における備蓄状況や最新の医学的な知見等を踏まえ、国民の 45％に

相当する量を目標として、抗インフルエンザウイルス薬を計画的かつ安定的

に備蓄する。なお、その際、現在の備蓄状況や流通の状況等も勘案する。 

 

○ 現在、備蓄に占めるオセルタミビルリン酸塩（商品名：タミフル）の割合

が高いことから、抗インフルエンザウイルス薬耐性株の検出状況や臨床現場

での使用状況等を踏まえ、今後、備蓄薬を追加・更新する際には、他の薬剤

の備蓄割合を増やすことを検討する必要がある。 

 

○ 新規の抗インフルエンザウイルス薬として、ペラミビル水和物（商品名：

ラピアクタ）とラニナミビルオクタン酸エステル水和物（商品名：イナビル）

が承認されているが、現時点では有効期間が比較的短期間であり必ずしも備

蓄に適していないことから、従来どおり、オセルタミビルリン酸塩（商品名：

タミフル）とザナミビル水和物（商品名：リレンザ）の備蓄を継続していく

こととするが、新規の抗インフルエンザウイルス薬の備蓄についても、今後

引き続き検討していく必要がある。  

 

○ 厚生労働省は、諸外国の備蓄方法の事例等の情報を収集し、これらを参考

に、効率的かつ合理的な抗インフルエンザウイルス薬の備蓄方法について検

討することが求められる。 

 

（２） 抗インフルエンザウイルス薬の流通調整について 

○ 厚生労働省は、抗インフルエンザウイルス薬の流通状況を確認し、新型イ

ンフルエンザ発生時に円滑に供給される体制を構築するとともに、医療機関

や薬局、医薬品卸売販売業者に対し、抗インフルエンザウイルス薬の適正流

通を指導することが求められる。 

 

（３） 抗インフルエンザウイルス薬の予防投与について 

○ 海外発生期及び地域発生早期に、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与

を行う際には、国及び都道府県が備蓄している分を使用できるものとするべ

きである。 
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○ 新型インフルエンザウイルスの曝露を受けた者は、感染する場合がある。

新型インフルエンザに感染した場合、無症状又は軽微な症状であっても他人

に感染させるおそれがあることから、海外発生期及び地域発生早期には、抗

インフルエンザウイルス薬の予防投与を実施することが求められる。具体的

に予防投与の対象として想定される者は次に掲げるとおりである。 

イ）患者の同居者  

・ 地域発生早期において、患者の同居者は、新型インフルエンザウイルスの曝露

を受けている可能性が高く、予防投与の対象とする。 

・ 地域感染期以降は、地域発生早期における予防投与の効果等を評価した上で、

予防投与を継続するかどうかを決定する。 

 

ロ）同居者を除く患者との濃厚接触者及び患者と同じ学校、職場等に通う者  

・ 地域発生早期に患者が確認された場合、感染症法第 15 条の規定に基づき、積

極的疫学調査が実施される。その結果特定された患者との濃厚接触者（同居者を

除く。）、患者と同じ学校、職場等に通う者のうち新型インフルエンザウイルスの

曝露を受けたと考えられる者については、患者の行動範囲等を考慮した上で予防

投与の対象とする。  

・ 地域感染期以降は、増加する患者への治療を優先し、これらの対象者への予防

投与を原則として見合わせるものとする。 

 

ハ）医療従事者等・水際対策関係者  

・ 医療従事者等・水際対策関係者の発症を予防することは、医療機能の維持や感

染拡大防止のために重要である。したがって、地域発生早期において、十分な感

染防止策を行わずに、患者に濃厚接触したこれらの者は予防投与の対象とする。 

 

ニ）地域封じ込め実施地域の住民  

・ 地域発生早期においては、一定の条件が満たされた場合、地域封じ込め対策が

実施されることがあり得る。その際は、当該地域内の住民に対し、一斉予防投与

を実施する。  

 

○ 抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を行う実施者としては、以下が想

定される。 

・ 積極的疫学調査の結果、濃厚接触者と判明した者に対し、保健所等の医師が予防

投与を行う。 

・ 患者に濃厚接触した医療従事者等や水際対策関係者に対し、医療機関及び検疫
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所等の医師が予防投与を行う。 

・ 地域封じ込め実施地域の住民に対し、保健所及び医療機関等の医師が予防投与を

行う。 

（※）なお、予防投与の対象者が医学的ハイリスク者である場合等は、主治医と相

談し投与の可否を検討することが求められる。 

 

○ 予防投与については、投与対象者（小児の場合は保護者を含む。）に、その

有効性及び安全性について十分に情報提供し、同意を得た上で行うものとす

るべきである。予防投与の方法については、添付文書に記載されている用法

に従うことを原則とする必要がある。 

 

（４） 流行期の処方薬の取扱いについて 

○ 在宅で療養する患者に対し、医師が電話による診療により新型インフルエ

ンザ等への感染の有無や慢性疾患の状況について診断ができた場合、医師が

ファクシミリ等により抗インフルエンザウイルス薬等の処方せんを発行でき

るものとするべきである。 

 

○ 具体的には、以下のような場合が考えられるが、基本的に電話で病状診療

するのは困難であることから、原則として、外出自粛が要請されている場合

等に限るものとするべきである。ただし、慢性疾患を抱える患者に対する定

期処方薬のファクシミリ等処方は、より弾力的に認められることが望ましい。 

 

イ）慢性疾患等を有する定期受診患者の場合 

 ① 新型インフルエンザ等に罹患していると考えられる場合 

患者に症状がない段階で、患者がファクシミリ等により抗インフルエンザウイル

ス薬等の処方を希望し、かつ、かかりつけの医師が了承した場合には、その旨を

カルテ等に記載しておくこととする。 

カルテ等に記載がある患者については、発熱等の症状を認めた際に、電話による

診療により新型インフルエンザ等への感染の有無について診断できた場合に、フ

ァクシミリ等により抗インフルエンザウイルス薬等の処方せんを発行できる。 

② 慢性疾患患者に対する医薬品が必要な場合 

当該患者の慢性疾患が安定しており、かつ電話により必要な療養指導が可能な場

合には、医療機関内における感染を防止する観点から、電話による診療でファク

シミリ等による処方せんを送付することができる。 

 

ロ）新型インフルエンザ等を疑わせる症状のため最近の受診歴がある場合 
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電話による診療にて新型インフルエンザ等と診断した場合には、ファクシミリ等

により抗インフルエンザウイルス薬等の処方せんを発行できる。 

 

○ ファクシミリ等処方に関する医師と患者との事前同意は、原則として、新

型インフルエンザ等が発生した後に行うものとし、ファクシミリ等処方を実

際に行う際には、主治医が患者を定期的に診療し病状を把握できている場合

に限るものとするべきである。 

 

（５） 抗インフルエンザウイルス薬の選択について  

○  ＷＨＯは、新型インフルエンザに対して、ノイラミニダーゼ阻害薬による

治療を推奨している。我が国を含め、各国では、経口内服薬で幼児から高齢

者までが服用しやすいタミフルを中心に備蓄している。しかし、インフルエ

ンザウイルス株によっては、タミフルに対する耐性をもち、リレンザに感受

性を示すことが判明していることから、我が国でもタミフル耐性ウイルスが

出現した場合を想定して、危機管理のためにリレンザを備蓄している。なお、

ノイラミニダーゼ阻害薬としては、経口内服薬のタミフル、経口吸入薬のリ

レンザに加え、新たに経口吸入薬のイナビル、静脈内投与製剤のラピアクタ

が国内で製造販売承認を受けているところである。  

 

○  新型インフルエンザ発生時の治療薬については、抗インフルエンザウイル

ス薬の特徴等を踏まえ、また、地方衛生研究所や国立感染症研究所で行って

いるサーベイランス等に基づく抗インフルエンザウイルス薬に対するウイル

スの耐性状況等を参考に選択する。  

 

○  なお、新型インフルエンザの予防・治療方針等については随時最新の科学

的知見を取り入れ見直す必要があること等から、今後とも抗インフルエンザ

ウイルス薬の効果や薬剤耐性についての研究、情報収集を行うこととし、抗

インフルエンザウイルス薬の備蓄品目・量やその投与方法については、適時

適切に見直しを行うこととする。  
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５．新型インフルエンザ等緊急事態について→有識者会議検討事項 

 

 （制度の概要） 

○ 特措法第 32条において、政府対策本部長は、新型インフルエンザ等（国民

の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で

定める要件に該当するものに限る。）が国内で発生し、その全国的かつ急速な

まん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれ

があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるとき

は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言を行い、国会に報告することとされ

ている。 

  なお、新型インフルエンザ等が発生しても、病原性が低い場合においては

新型インフルエンザ等緊急事態宣言は行われない。その場合は、政府対策本

部は継続的に設置されるが、特措法に基づく緊急事態措置は講じられず、感

染症法等に基づく措置が講じられることとなる。 

 

○ 政府対策本部長が行う新型インフルエンザ等緊急事態宣言は、新型インフ

ルエンザ等緊急事態措置（注8）を講じなければ、医療提供の限界を超えてし

まい、国民の生命・健康を保護できず、社会混乱を招いてしまうおそれが生

じるような事態であることを、国民に分かりやすく周知するためのツールで

あり、個別の緊急事態措置を行うためのトリガーという機能を持つ。 

 

５．１ 新型インフルエンザ等緊急事態宣言の政令要件について 

 

○ 新型インフルエンザ等が世界の何れかの場所で発生した場合、海外の症例

やＷＨＯの判断も踏まえ、まず感染症法に基づき、新型インフルエンザ等の

発生の公表が厚生労働大臣から行われる。その後、国内で新型インフルエン

ザ等が発生した場合に、緊急事態宣言を行うのかどうかの判断が求められる

こととなるが、その時点ではある程度の症例等の知見の集積が得られている

ことが考えられる。そのため、緊急事態宣言の要件である特措法第 32条第１

項の「国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものと

                                                   
8  特措法第２条第３号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置をいう。具体的には、外出自粛要請、興行場、

催物等の制限等の要請・指示、住民に対する予防接種の実施、医療提供体制の確保（臨時の医療施設等）、緊急物資

の運送の要請・指示、政令で定める特定物資の売渡しの要請・収用等、新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた

時から新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国

民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方

公共機関がこの特措法の規定により実施する措置である。 
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して政令で定める要件」の考え方としては、重症症例（肺炎、多臓器不全、

脳症など）が通常のインフルエンザと比較し、相当多くみられる場合とし【政

令事項】、その運用に当たって海外及び国内の臨床例等の知見を集積し、それ

らに基づき、基本的対処方針等諮問委員会で判断することが適当である。 

 

○ 特措法第 32条第１項の新型インフルエンザ等の「全国的かつ急速なまん延

により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある

ものとして政令で定める要件」の考え方としては、報告された患者等が誰か

ら感染したか不明な場合又は報告された患者等が誰から感染したかは判明し

ているが、感染の更なる拡大の可能性が否定できないと判断された場合とし

【政令事項】、その運用に当たって感染症法第 15 条に基づく患者等に関する

積極的疫学調査の結果に基づき、基本的対処方針等諮問委員会で判断するこ

とが適当である。 

 

○ 新型インフルエンザ等対策緊急事態宣言を行うまでの手順は、以下のとお

りとすることが考えられる。 

・ 厚生労働省(国立感染症研究所を含む。)は、発生初期において限られた情

報しかない中であっても、収集した情報を分析し、専門家等の意見も聴きつ

つ、政府対策本部長に関係情報を報告。 

・ 政府対策本部長から、基本的対処方針等諮問委員会に対し、「新型インフ

ルエンザ等緊急事態」の要件に該当するかどうかについて、公示案として諮

問。あわせて、新型インフルエンザ等緊急事態に伴う新型インフルエンザ等

緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めるため、基本的対処方針の変

更について、基本的対処方針等諮問委員会に諮問。 

・ 基本的対処方針等諮問委員会による「新型インフルエンザ等緊急事態」の

要件に該当するとの専門的判断、基本的対処方針の変更に関する専門的判断

を踏まえ、政府対策本部長が新型インフルエンザ等緊急事態宣言を行うこと

を決定。 

・ 政府対策本部長は新型インフルエンザ等緊急事態宣言を行うとともに、変

更した基本的対処方針を示す。 

・ あわせて、政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言を行っ

た旨を国会に報告。 

 

５．２ 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間・区域・概要に

ついて 

 



32 

 

○ 新型インフルエンザ等緊急事態宣言とは、新型インフルエンザ等緊急事態

が発生した旨及び次に掲げる事項を公示することである。 

・ 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間 

・ 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域（住民への予防接種

の措置を除く。） 

・ 新型インフルエンザ等緊急事態の概要 

 

（１）新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間について 

○ 特措法第 32条第２項から第４項までにおいて、新型インフルエンザ等緊急

事態の期間は２年を超えない期間とされており、ただし、新型インフルエン

ザ等のまん延の状況並びに国民生活及び国民経済の状況を勘案して、１回に

限り、１年以内の延長が可能とされている。 

 

○ 実際に設定する期間は、発生時に、新型インフルエンザ等の病原性の程度

や流行状況等を総合的に勘案し、政府対策本部長が基本的対処方針等諮問委

員会の意見を聴いて決定する必要がある。なお、新型インフルエンザ等感染

症が発生した場合には、どれくらいの期間で大多数の国民が免疫を獲得し、

季節性インフルエンザに移行するかは、宣言時にはわからなく、新感染症に

ついても宣言時には知見は限られているため、当初は２年とし、新型インフ

ルエンザ等緊急事態措置の必要がなくなり次第速やかに解除することが考え

られる。 

 

○ 都道府県知事は、設定された期間内において、基本的対処方針で示された

新型インフルエンザ等緊急事態措置について、それぞれの個別の根拠条文に

従い、地域の実情に応じて期間を定め、対策を講じることが求められる。 

 

（２）新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する区域について 

○ 公示がなされる新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域にお

いて、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施が可能となることとされて

いる。 

 

○ 実際に設定する区域は、対策が手遅れとならないようにするとの危機管理

の観点から、新型インフルエンザ等の病原性の程度や流行状況等を総合的に

勘案し、政府対策本部が基本的対処方針等諮問委員会の意見を聴いて決定す

る必要がある。 
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○ また、実際に発生した新型インフルエンザ等がどれくらいのスピードで感

染拡大していくかは、宣言時にはわからなく、新感染症についても宣言時に

は知見は限られているため、区域については以下の基本的考え方で設定する

ことが考えられる。  

 ・ 原則、広域的な行政単位である都道府県の区域を最小単位とし、区域を 

設定する。 

 ・ 原則、上記の単位をもとに、発生区域の存する都道府県及びその隣接県

を指定する。ただし、人の流れなどの地域特性や感染の拡大状況を踏まえ

て柔軟な区域設定もあり得る。 

 ・ 全国的な人の交流基点となっている区域で発生している場合には、その

ときの人の社会的流動性や流行状況等も勘案しつつ、早い段階で日本全域

を指定する場合も考えられる。 

 

○ 都道府県知事は、政府対策本部長が設定した区域内において、基本的対処

方針で示された新型インフルエンザ等緊急事態措置について、外出自粛要請

などそれぞれの個別の根拠条文に従い、地域の実情に応じて措置をとる区域

を定め、対策を講じることが求められる。 

 

（３）新型インフルエンザ等緊急事態の概要について 

○ 新型インフルエンザ等対策を推進するためには、国家の危機管理に関わる

重要な課題という共通の理解の下に、国だけでなく、地方公共団体、医療機

関、事業者、個人の各々が役割を認識し、十分な情報を基に判断し適切な行

動をとることが重要である。 

 

○ このため、新型インフルエンザ等緊急事態における公示において、以下の

情報を盛り込む必要がある。 

・新型インフルエンザ等の発生状況（患者数、各患者が確認された地域、各患

者の行動経路） 

 ・病原体の病原性 

 ・症状 

 ・感染・まん延防止に必要な情報 

 

５．３ 新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言の要件について 

 

○ 特措法第 32 条第５項において、「政府対策本部長は、新型インフルエンザ

等緊急事態宣言をした後、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必
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要がなくなったと認めるときは、速やかに、新型インフルエンザ等緊急事態

解除宣言」を行うこととされている。危機管理としての特措法においては、

事態を軽く見て、後で事態のレベルを上げるよりも、最悪の事態を想定して

対応し、事態が予想よりも軽かった場合には、迅速に対応を修正する態度が

適切であり、解除を的確に行うことは重要である。 

 

○ 「新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認め

るとき」とは、具体的には、 

 ・ 罹患者の数、ワクチン接種者の数等から、国民の多くが新型インフルエ

ンザ等に対する免疫を獲得したと考えられる場合 

 ・ 罹患者数が減少し、医療提供の限界内におさまり、社会経済活動が通常

ベースで営まれるようになった場合 

 ・ 症例が積み重なってきた段階で、当初想定したよりも、新規罹患者数、

重症化・死亡する患者数が少なく、医療提供の限界内に抑えられる見込み

がたった場合 

などについて、国内外の流行状況、国民生活、国民経済の状況等を総合的に勘

案し、基本的対処方針等諮問委員会の意見を聴いて、政府対策本部長が速やか

に決定する必要がある。 
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６．感染防止の協力要請について→有識者会議検討事項 

 

○ 公衆衛生学上、感染成立の三要素として、「宿主」（人の感受性）、「病原体」

（ウイルスや細菌の特性）、「感染経路」（ウイルスや細菌が体内に入る方法（飛

沫、接触、経口感染など））が挙げられるが、感染拡大を防止するためには、

このうちの「感染経路」、すなわち、人と人との接触をできる限り抑制するこ

とが重要である。 

 

○ 特措法第 45条において、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急

事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健

康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要がある

と認めるときは、不要不急の外出自粛等の要請、施設の使用制限等の要請等

の感染拡大防止策を講じることができることとされている。 

 

○ これらの感染拡大防止策を実施する段階については、厚生労働省の新型イ

ンフルエンザ専門家会議の「新型インフルエンザ対策ガイドラインの見直し

に係る意見書」で取りまとめられている意見が概ね妥当であり、次のように

考えることが適当である。 

イ）国内発生早期、国内感染期のうち流行が拡大するまでの間の対策  

（目的）  

 国内発生早期から国内感染期のうち流行が拡大するまでの間において

は、患者数が少ない段階で感染の拡大を抑制することができれば、その後

の感染拡大のタイミングを比較的遅らせ、流行のピークを遅延させられる

可能性があることから、場合によっては、一定期間、地域全体で学校・保

育施設等の臨時休業、興行場の自粛等を行って、感染拡大を抑制する等の

対策を行う。  

ロ）国内感染期のうち、流行拡大が進む時期における対策 

（目的） 

    国内感染期のうち流行が拡大した段階（例えば定点当た罹患者数が１

（注9）を超えた段階）においては、感染拡大を止めることは困難であり、

対策の主眼を早期の積極的な感染拡大防止策から、一般の医療機関にお

いても新型インフルエンザ等患者の診療を行うなどの被害軽減に切り替

える。学校・保育施設等の臨時休業や興行場の自粛等は、地域で一斉に

                                                   
9 感染症法第 14条に基づき、約 5,000の医療機関におけるサーベイランス（定点調査）を実施している。 
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行ったとしても感染拡大を抑制する効果は地域発生早期に比べて小さく、

個別に判断を行うこととなる。 

ハ）国内感染期のうち、流行のピークにおける対策  

（目的）  

    国内感染期において、さらに流行が拡大し、流行がピークとなった場

合、感染拡大防止策の効果は期待できないことから、基本的には対策を

緩和することとなる。ただし、患者数の増加に伴い地域における医療体

制の負荷が過大となり、適切な医療を受けられないことによる死亡者数

の増加が見込まれる等の特別な状況においては、学校・保育施設等の臨

時休業や興行場の自粛等など、ピークを抑制するための対策を講じるこ

とが望まれる。 

 

○ なお、地域での一斉の学校・保育施設等の臨時休業等については、対策解

除後にかえって患者数が増加する等のリスクもあることから、情報収集を行

い適切に判断することが必要となる。 

 

６．１ 不要不急の外出自粛等の要請について 

 

○ 特措法第 45条第１項において、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ

等緊急事態において、住民に対し、期間と区域を定めて、生活の維持に必要

な場合を除きみだりに外出しないことその他の感染防止に必要な協力を要請

することができることとされている。 

 

○ 大規模なまん延によって引き起こされる国民生活及び国民経済並びに医療

提供体制にわたる社会的混乱を防止するため、人と人の接触をできる限り抑

制することが必要であること、一方で、外出しなければ、必要な生活・社会

機能が動かないことを考慮し、外出自粛等の要請の対象とならない外出とし

ては、具体的には、食料の買い出し、医療機関への通院、仕事場への出勤な

ど生活の維持のために必要なもの以外の、いわゆる不要不急の外出を自粛す

ることが求められる。 

 

（１）期間の考え方について 

 

○ 第 45条第１項に基づく不要不急の外出自粛等の要請の期間については、新

型インフルエンザ等の「潜伏期間及び治癒までの期間を考慮」して、感染拡

大防止のために効果があると考えられる期間を、基本的対処方針で示すこと



37 

 

となる。  

 

○ 現時点で、将来発生する新型インフルエンザ等の「潜伏期間や治癒までの

期間」を予測することは困難である。このため、政府対策本部が基本的対処

方針で示す期間は、発生時に、その時点の知見も踏まえ、基本的対処方針等

諮問委員会の意見を踏まえて決定することとなるが、新型インフルエンザ等

感染症については、季節性インフルエンザの潜伏期間が１～５日、発症から

治癒までの期間がおおむね７日程度であることを踏まえ、おおむね１～２週

間程度（注10）の期間となることを想定とすることが考えられる。なお、患者

数の増加に伴い、地域における医療体制の負荷が過大となり、適切な医療を

受けられないことによる死亡者数の増加が見込まれる等の特別な状況におい

ては例外的に、医療機関の状況等も参考に概ね一週間程度を単位として延長

の可否を判断することも想定される。 

 

○ 基本的対処方針で示された期間を踏まえ、特定都道府県知事は、地域の実

情を踏まえ、期間を決定の上、不要不急の外出自粛等の要請を行うことが求

められる。 

 

（２）区域の考え方について 

○ 第 45条第１項に基づく不要不急の外出自粛等の要請を実施する区域につい

ては、特定都道府県知事が、新型インフルエンザ等の「発生の状況を考慮」

して、感染拡大防止のために効果があると考えられる区域を定めることとさ

れている。 

 

○ 区域については、発生時に、その時点の知見も踏まえ、特定都道府県知事

が決定することとなるが、基本的対処方針において、特定都道府県知事が定

める地域の考え方は、人の移動の実態（鉄道網、通勤・通学圏、商業施設等

の集客ルート等）等の地域の実情を踏まえて感染拡大防止に効果があると考

えられる区域（市町村単位、都道府県内のブロック単位）とすることが考え

られる。 

                                                   
10 「新型インフルエンザ対策ガイドラインの見直しに係る意見書」（平成 24年 1月 31日厚生労働省新型インフルエン

ザ専門家会議）では、地域全体での学校等の臨時休業等は「インフルエンザの一般的な潜伏期や平成 21年の感染拡大

防止策に係る事例等を踏まえ、１週間程度の実施を検討する（科学的根拠は未だ確立されていないが、一般的な潜伏

期間を上回る期間休業することにより、休校中に感染者と非感染者を見分け、感染者が登校することによる更なる感

染の拡大を抑える効果が期待される）」としている。 

  また、同意見書では、新型インフルエンザ患者の自宅待機期間の目安を「発症した日の翌日から７日を経過するま

で、又は解熱した日の翌々日までのいずれか長い方」、患者の同居者の自宅待機期間の目安を「患者が発症した日の翌

日から７日を経過するまで」としている。 
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○ 基本的対処方針で示された区域の考え方を踏まえ、特定都道府県知事は、

地域の実情を踏まえ、区域を決定の上、不要不急の外出自粛等の要請を行う

ことが求められる。 

 

６．２ 施設の使用制限等の要請等について 

 

○ 特措法第 45 条第１項において、特定都道府県知事は、緊急事態において、

期間を定めて、学校、社会福祉施設、興行場等多数の者が利用する施設の管

理者又はそれらの施設を使用して催物を開催する者に対し、施設の使用の制

限等の措置を講ずるよう要請することができることとされている。 

  

○ また、同条第２項において、正当な理由がないのに要請に応じないときは、

要請を行った特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延防止等の

ために特に必要があると認める場合に限り、施設の使用の制限等を指示する

ことができることとされている（ただし、指示に基づく行為を行わなくとも、

特措法上の罰則はなし）。 

 

○ なお、特定都道府県知事は、同条第４項に基づき、要請・指示を行ったと

きは、その旨を公表することとされている。 

 

（１）期間・区域の考え方について 

○ 不要不急の外出自粛等の要請及び施設の使用制限等の要請等は一体として

運用されるべきものとして想定したものである。 

 

○ このため、施設の使用制限等の要請等の期間及び区域の考え方は、不要不

急の外出自粛等の要請の期間及び区域の考え方と同様であることが求められ

る。 

 

（２）対象施設について ＜Ｐ＞ 
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７．予防接種・特定接種について 

 

７．１ 特定接種→社会機能に関する分科会検討事項、医療・公衆衛生に関する分科会検討事項 

（１）特定接種の対象者について 

イ）特定接種の制度概要について 

○ 特定接種とは、特措法第 28 条に基づき、「医療の提供並びに国民生活及び

国民経済の安定を確保するため」に行うものであり、政府対策本部長がその

緊急の必要があると認めるときに、臨時に行われる予防接種をいう。特定接

種の対象者は、①医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与

する業務を行う事業者であって厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働

大臣の登録を受けているもの（以下「登録事業者」という。）のこれらの業

務に従事する者（厚生労働大臣の定める基準に該当する者に限る。）、②新

型インフルエンザ等対策の実施に携わる国家公務員、③新型インフルエンザ

等対策の実施に携わる地方公務員である。 

 

ロ）特定接種の位置づけ 

○ 新型インフルエンザ等発生の欠勤の原因としては、従事者本人の罹患によ

るだけでなく、家族の看病や介護、不安による欠勤も相当程度想定されるた

め、欠勤者を減少する効果という点では、特定接種の効果は限定的であると

考えられる。このため、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定に寄

与する業務の継続については、公衆衛生的対策、医療提供体制の整備、重要

業務への重点化事業者間の連携等、複数の対策を総合的に組み合わされるこ

とが必要であり、特定接種もあくまでも、こうしたバランスに配慮した戦略

のなかで位置づけられる合理的な支援手段の１つである。 

 

○ 特定接種については、備蓄しているプレパンデミックワクチンが有効であ

れば、備蓄ワクチンを用いることとなるが、発生した新型インフルエンザ等

がＨ５Ｎ１以外の感染症であった場合や亜型がＨ５Ｎ１の新型インフルエン

ザ等感染症であっても備蓄しているプレパンデミックワクチンの有効性が低

い場合には、パンデミックワクチンを用いることとなる。 

 

○ 特定接種対象者は、海外で新型インフルエンザ等が発生した場合に、住民
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よりも先に、有効性のあるワクチンの接種を開始することが想定される（注11）

ため、接種に用いるワクチンの別に関わらず、特定接種対象者の範囲や総数

は、国民が十分理解できるものでなければならない。 

したがって、新型インフルエンザ等緊急事態時において優先的に接種すべき

要因のある住民の予防接種の緊急性を踏まえれば、特定接種対象者の範囲や総

数は、国民の理解が得られるよう、発生時の状況に応じて柔軟に決定されるべ

きである。 

 

○ 発生時の状況に応じて決定される特定接種の総数の水準によっては、事業

継続のための他の対策をより強化するとともに、国民には登録事業者によるサ

ービス提供の低下を受忍することが求められる。 

 

○ このため、新型インフルエンザ等が発生した場合には、事業者の従業員の

罹患等により、一時期、サービス基準が相当程度低下する可能性を許容すべ

きことを、国民に呼びかけることも重要である。 

 

（参考）ワクチンに期待する効果 

○ 季節性のインフルエンザワクチンの効果は現在次のようなものが確認され

ており（注12）、新型インフルエンザワクチンに関しても同様の効果が期待さ

れる。 

・ 感染防止効果：なし 

インフルエンザにかかる時はインフルエンザウイルスが口や鼻から体の

中に入ってくることから始まる。体の中に入ったウイルスは次に細胞に侵入

して増殖する。この状態を「感染」というが、ワクチンはこれを抑える働き

はない。 

・ 発症防止効果：45％ 

ウイルスが増えると、数日の潜伏期間を経て、発熱やのどの痛みなどの 

インフルエンザの症状起きる。この状態を「発症」という。ワクチンには、

この発症を抑える効果が一定程度認められている。 

・ 重症化防止効果：80％ 

発症後、多くの方は 1週間程度で回復するが、なかには肺炎や脳症などの

重い合併症が現れ、入院治療を必要とする方や死亡される方もいる。これを

インフルエンザの「重症化」という。特に基礎疾患のある方や高齢の方では

                                                   
11 特定接種が終わらなければ住民接種が開始できないというものではない。 
12 数値は厚生科学研究班による「インフルエンザワクチンの効果に関する研究（主任研究者：神谷 齊（国立療養所三

重病院））」の報告（６５歳以上の健常な高齢者の数値）を引用。 
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重症化する可能性が高いと考えられている。ワクチンの最も大きな効果は、

この重症化を軽減する効果である。 

 

ハ）特定接種対象者の基準の考え方 

○ 特定接種は住民接種よりも先に開始されるものであることを踏まえれば、

その対象者は、国民にとって十分納得感が得られるように、特措法が想定す

る公益性・公共性があると認められるものに限定的に選定される必要がある。

このため、政府行動計画に定めるべき基準については、以下のような業種基

準・事業者基準及び従事者基準を設定することが適当である。 

 

ステップⅠ＜業種基準＞ 

： 公益性・公共性の観点から「医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済

の安定に寄与する業務」を行う事業者に該当する業種を選定 

ステップⅡ＜事業者基準＞ 

： ステップⅠで選定した業務を行う事業者について、特措法第４条第３項の

義務（事業継続義務）を果たし得るか等について検討 

ステップⅢ＜従事者基準＞ 

： ステップⅡで絞り込んだ事業者の当該業務に「従事する者」の選定基準か

ら従事者を絞り込む 

 

 

① ステップⅠ＜業種基準＞ 

○ 医療提供体制を確保することが新型インフルエンザ等対策の基本であるこ

とを鑑みると、医療の提供の業務を特定接種の対象とすることは当然に必要

である。 

 

○ 「国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者」については、

特措法上の高い公共性・公益性を有するかどうかの観点から業種の基準を設

ける必要がある。 
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○ 指定公共機関は、新型インフルエンザ等の発生による「国民生活及び国民

経済に及ぼす影響の最少化」を目的とするため、「新型インフルエンザ等に対

処するための必要な措置との関連性」を有する「医療、医薬品又は医療機器

の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営

む法人」を指定することとなる。 

指定された法人は、新型インフルエンザ等発生時における業務継続の責務を

有し」（特措法第３条第５項）、新型インフルエンザ等対策に係る業務計画の作

成（特措法第９条）、備蓄（特措法第 10 条）、政府対策本部長等による総合調

整・指示（特措法第 20条等）や、個別の措置の実施要請・指示（特措法第 43

条、第 47条、第 52条、第 53条、第 54 条）に従い、国や地方公共団体と連携

協力し、新型インフルエンザ等対策の万全を期す責務（特措法第３条第６号）

を有する。 

  指定公共機関は、国、地方公共団体と並ぶ新型インフルエンザ等対策の実

施主体として、特措法上の想定する公共性・公益性を体現している。 

 

○ 指定公共機関は登録事業者に必要な特措法上の公共性・公益性を満たす核

心的存在であると考えられ、ステップⅠ＜業種基準＞は、指定公共機関を中

心にその基準を設けることが適当であり、具体的には以下のとおりである。 

 

Ａ．医療分野（「医療の提供の業務」に該当する「業種」） 

 １．新型インフルエンザ等医療型 

   （基準）新型インフルエンザ等医療 

 ２．生命保護型 

 （１）重大・重大医療系 

    （基準）新型インフルエンザ等医療には従事しないが、生命・健康に

重大・緊急の影響がある医療 

（２）介護・福祉系 

    （基準）サービスの停止等が利用者の生命維持に重大・緊急の影響が

ある介護・福祉事業 

        具体的には、サービスの停止等が利用者の生命維持に重大か

つ緊急の影響がある利用者（以下「重大利用者」という）がい

る入所施設と訪問事業所とすることが適当である。 

なお、「重大利用者」は、要介護者については要介護度３以上、

障害者については障害程度区分４以上、障害児については障害

児程度区分２以上、児童については未就学児以下とすることが

適当である。 
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（※）通所施設・短期入所施設は、特措法第 45 条等に基づく

サービスの休止要請がなされる対象施設である。通所施設・

短期入所施設が一時閉鎖した場合、そのサービスを利用して

いた重大利用者へのサービス提供は、訪問事業所等が行うこ

とが想定される。 

（※）医療提供者等が養育する児童等を預かる保育所等の確 

保方法については、今後検討することが必要である。 

 

Ｂ．国民生活・国民経済安定分野（「国民生活及び国民経済の安定に寄与する業

務」に該当する「業種」） 

 １．指定型 

   （基準）指定（地方）公共機関に指定されている法人であること 

 ２．指定同類型 

（１）業務同類系 

    （基準）事業規模の観点から指定公共機関の指定は受けていないが、

指定（地方）公共機関と同種の公益的事業を営んでいること 

       ※ 新型インフルエンザ等対策の効果を一層強固なものとする

ためには、指定（地方）公共機関に準じて特措法が想定する

措置に相当する業務の遂行を確保することが重要であり、登

録事業者に該当するものと考えられるため。 

（２）社会インフラ系 

    （基準）電気やガスと類似した国民生活及び国民経済全体に関わる基

盤事業と評価できるものであり、かつ、発生時においてもその

事業の安定的に継続する責務を負わせることが必要にしてやむ

を得ないものと同等レベルの公益性を満たす業種（石油元売事

業者、金融証券決済事業者） 

 

○ それ以外の業務を行う業種については、保険業、食料品製造・販売・流通

業、生活必需品・衛生用品関連業、倉庫業、火葬・埋葬業、感染性廃棄物処

理業が対象となると考えられるが、政府行動計画を作成するまでに、業所管

省庁や業界団体の意見を踏まえつつ、今後、検討する。 

 

② ステップⅡ＜事業者基準＞ 

○ ステップⅠで選定した業務を行う事業者について、特措法第４条第３項の

努力義務（事業継続義務）を果たし得るか等についての基準を設ける必要が

ある。このため、「Ａ．医療分野」は、以下の事業者基準②を、「Ｂ．国民生
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活・国民経済安定分野」は、以下の事業者基準①、②のいずれも同時に満た

すことを基準とすることが適当である。 

 

○ 特定接種を迅速に進め、住民接種をできる限り早く実施するため、事業者

は自らが接種体制を整えることが必要となる。このため、「B 国民生活・国民

経済安定分野」の事業者基準は、産業医を選任していること（注13）とする（事

業者基準①）。 

なお、「新型インフルエンザ等医療分野」及び「重大・緊急医療系」につい

ては、当該基準は適用しないこととするが、事業者自ら接種体制を整えること

を求めることが必要である。また、「介護・福祉系」については、嘱託医に依

頼するなど迅速に接種が行える体制を確保することが必要である。 

 

○ 登録事業者は、当該「業務を継続的に実施するよう努め」る責務（特措法

第４条第３項）を負うことから、新型インフルエンザ等発生時から終息まで

の間、継続し得る体制・計画が整っていなければならない。このため、事業

者基準としてＢＣＰの作成を義務付けることとする（事業者基準②）。 

 

○ なお、特定接種は、「緊急の必要」があるときに実施するものであり、同種

事業を提供し得る事業者が多数存在し、指定型及び指定同類型以外の業務を

行う業種については、まん延時にもある程度の事業を継続していることが想

定される場合は特定接種の必要性は少ないと考えられる。 

 

③ ステップⅢ＜従事者基準＞ 

○ 登録事業者として登録した場合であっても、当該業務に従事する者が全て

特定接種の対象となるのではなく、特措法第 28条第１項第１号においては厚

生労働大臣の定める基準に該当する者に限定されることが規定されている。

この厚生労働大臣が定める基準についても、登録の基となる当該業務を実施

するために真に必要な従事者に限定されなければならない。このため、ステ

ップⅡで絞り込んだ事業者の当該業務に「従事する者」についての基準を設

けることが適当である。 

 

○ 「新型インフルエンザ等医療型」及び「重大・緊急医療系」については、

以下のとおり、従事者基準を設けることが適当である。 

 ・ 需要が増加すると想定される「新型インフルエンザ等医療型」について

は、その医療の提供の業務に従事する者（医師、看護師、薬剤師、窓口事

                                                   
13 労働安全衛生法に基づき、従業員数が 50人以上の事業所に選任義務あり 
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務職員など）とする。 

・ 「重大・緊急医療系」については、新型インフルエンザ等の医療の提供に

関与しないが重大・緊急の生命保護に従事する有資格者とする。 

 

○ 「介護・福祉系」については、サービスの停止等が生命維持に重大・緊急

の影響がある利用者にサービスを提供するのに必要な者とすることが適当であ

り、具体的には、介護等の生命維持に関わるサービスを直接行う職員と意思決

定者とする。 

（介護等の生命維持に関わるサービスを直接行う職員とは、介護職員、保健

師・助産師・看護師・准看護師、保育士、理学療法士等を想定。意思決定者

とは、施設長を想定） 

 

○ 「Ｂ．国民生活・国民経済安定分野」については、ステップⅠの業種基準

に該当する根拠となる「登録の基となる業務に直接従事する者」であること

とすることが適当であり、この点については、特措法上で、明示的に事業者

の役割が提示されている場合とそうでない場合があるが、いずれにせよ、政

府行動計画を作成するまでに、業所管省庁や業界団体の意見を踏まえつつ、

今後、具体的に検討することが必要である。 

 

（常勤換算） 

○ また、「Ａ．医療分野」「Ｂ．国民生活・国民経済安定分野」については、

例えば、週１日しか勤務しない者が５人いる場合と週５日勤務する者が１人

いる場合の均衡を考慮し、登録する従事者数は、常勤換算することが適当で

ある。 

 

（外部協力者の考え方） 

○ 登録の基となる業務の継続には、関連会社等の外部協力者の協力が必要な 

場合がある。このため、登録事業者の登録の基となる業務を受託している外部

事業者の職員は、登録事業者の全従業員数の母数に含む（登録事業者に常駐し

て当該業務を行う等不可分一体となっている場合に限る。）こととし、その要

件に該当しない場合であっても、登録の基となる業務の一部を行っている外部

事業者に対しては、登録事業者が確実に当該業務従事者を管理することを前提

にその割り当てられたワクチンを外部事業者の従事者に配分することを認め

ることとすることが適当である。 

 

（総枠調整について） 
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○ 「登録の基となる業務に直接従事する者」のうち発生時に必要な要員（※）

については、新型インフルエンザ等の発生時に国民から求められるサービス

水準と関係するものである。具体的には発生状況やワクチンの製造・製剤化

のスピード、国民の住民接種の緊急性等からワクチン接種人数が制約される

ことも考えられる。このようなことを考慮すると、発生時に基本的対処方針

諮問委員会の意見を聴いて政府対策本部が最終決定する特定接種のワクチン

の総数を基に、「総枠調整率」を用いることが適当であると考えられる。 

○ 上記基準を踏まえると、以下の算定式により、事業者ごとの接種総数が決

まることとなる。 

 

 

○ また、当面の登録のための「総枠調整率」については、 

・ パンデミックワクチンを特定接種に使用する場合は、住民接種とトレー 

ドオフの関係にあり、備蓄ワクチンを使用する場合も国民より先行的に接種

を開始することに国民の理解が不可欠であることは当然であり、基本的な関

係は同様である。 

・ 備蓄ワクチンを使用する場合、特定接種の対象者は０～1,000万人の範囲

内（※）と想定することができる。また、パンデミックワクチンを特定接種

に使用する場合は、ワクチンの供給量が初期には十分でない恐れがあるとい

う意味で事態が切迫しており、より限定的に実施することが考えられる。 

  （※）備蓄ワクチンが有効でない場合など、接種しない可能性もあり得る。 

といった状況を踏まえ、初回の登録の際は、暫定的に特定接種の一定の総枠を

想定して、総枠調整率を設定したうえで登録することとする。なお、当面の登

録のための暫定的な総枠調整率等は、接種対象者の精査を実施した後に、適宜

見直すことを想定する（３年に１度程度）。 

なお、個々の事業者における事業活動の特徴も踏まえつつ、パンデミック発

生時にどの程度のサービス水準になるのかなどについて、法令の弾力化も関係

することから、産業界と行政が協力して今後検討していく必要があり、また、

そうした検討を本会議でも生かしていくことが求められる。 

 

 

④ 発生時の特定接種実施の基本的考え方と登録のあり方 
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○ 特定接種の範囲の考え方については、できるだけ平時に整理して準備して

おくことが重要であり、発生時の特定接種の範囲については、あらかじめ登

録された事業者・従事者について実施することが基本である。 

ただし、新型インフルエンザ等医療型と重大緊急医療系を除くあらかじめ登

録された事業者・従事者については、例外的であるが、病原性が高く出る層、

ワクチンの出荷時期、感染拡大の状況、社会混乱の様相など、具体的状況に応

じて、これらの者の中から実際に特定接種を実施する者を絞り込んで決定しな

ければならないことが考えられる。 

このため、最終的には発生時において基本的対処方針等諮問委員会の意見を

聴いて政府対策本部において全体的状況を踏まえ、国民の求めるサービス水準

も勘案して特定接種の総枠及び対象、住民への予防接種の開始のタイミングを

確定させることが適当である。 

 

○ このため、登録制度は、登録により、登録事業者に特定接種の実施を請求

する確定的権利は発生しない仕組みとすべきであり、登録実施要領において

登録事業者の具体的な地位や登録事業者の具体的義務等を明示することが必

要である。 

   

○ さらに、以下のような事項についても、登録実施要領に明示することが必

要である。 

・ 事業者から登録申請がなされた際、所管行政機関から申請内容の確認等の

ため、関係事業者に対し必要なデータの提出を求めた場合、当該データ等の

提出がなされない場合には申請は受理されない（登録ができない）。 

・ 事実と異なる申請をして登録された事業者については、登録を抹消する。

悪質な場合には事業者名を公表する。 

・ 登録申請に当たっては、事業継続計画の提出を求める。 

 

⑤登録事業者の責務の担保措置 

○ 登録事業者として登録した事業者は、「業務を継続的に実施するよう努め」

る義務（特措法第４条第３項）を負うが、住民への接種よりも先に接種する

ことからも、このような義務を果たすことを担保するため、特措法上の公共

性・公益性と登録事業者の利益の程度に応じた地位義務を明確にする必要が

ある。 

 

○ このため、例えば、以下のような措置が必要である。 
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・ 登録事業者として登録した事業者については、その事業者名を登録完了 

時に公表する。 

・ 新型インフルエンザ等発生時に、登録事業者にワクチンを接種した場合 

には、以下の事項を届出又は公表する。 

  ＜届出＞ 接種した事業者名、事業者ごとの接種人数、接種した個人名 

       事業者ごとの接種人数のうち実際に勤務した人数 

  ＜公表＞ 接種した事業者名、事業者ごとの接種人数 

 

⑥公務員の特定接種対象者について 

○ 公務員の特定接種対象者についても、民間事業者である登録事業者におけ

る対象者の考え方を踏まえ検討を進めていく必要がある。 

 

（２）特定接種の登録方法等について 

 

イ） 具体的な登録方法 

○ 特定接種の対象となる登録事業者は、医療の提供並びに国民生活及び国民

経済の安定に寄与する業務を行う事業者のうち、今後、新型インフルエンザ

対策政府行動計画において示される「登録の基準に関する事項（注14）」によ

り定められることとなる。 

 

○ その登録事業者の従業員のうち、厚生労働大臣が定める基準（注15）に該当

する医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務に従事す

る者のみが、実際に特定接種の対象となる。 

 

○ 特定接種は、特に速やかに実施する必要があることから、厚生労働大臣が

定める以下の具体的な手順（注16）により、あらかじめ接種対象者の属する事

業者に対し特定接種に係る登録の周知等を行い、登録申請を受け付け、接種

対象人数を把握することが求められる。 

 

○ 特措法第 28条第３項において、厚生労働大臣は、自らが行う特定接種及び

登録の実施に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な資料の

閲覧等を求め、又は登録事業者その他の関係者に対し、必要な事項の報告を

求めることができることとされている。 

                                                   
14  特措法第６条第２項第３号 第 28 条第１項第１号の規定による厚生労働大臣の登録の基準に関する事項をいう。 

15  特措法第 28 条第１項により厚生労働大臣告示にて定める予定である。 

16  特措法第 28 条第１項により厚生労働大臣告示にて定める予定である。 
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○ 第 28条第４項において、厚生労働大臣は、特定接種及び登録の円滑な実施

のため必要があると認めるときは、登録事業者、都道府県知事、市町村長及

び各省各庁の長に対して、労務又は施設の確保その他の必要な協力を求める

ことができることとされている。 

 

○ 登録の周知等の手続きについては、以下の方法が考えられる。 

① 厚生労働大臣は、政府行動計画により示される特定接種の登録基準に基

づき、事業者に対し登録申請について情報提供及び周知、並びに所管する

行政機関（注17）の長に対し当該関連事務について協力をするよう依頼する。  

② 各所管行政機関の長は、自らが所管している事業者を業種別にリストア

ップし、一次リストを作成する。 

③ 各所管行政機関の長は、作成した一次リストに基づき当該事業者の長に

対し、特定接種に係る登録申請について情報提供し、登録申請の意向を確

認する。  

④ 当該事業者の長は、所管行政機関の長に対し登録申請の意思を回答する。  

⑤ 各所管行政機関の長は、上記の意向に基づき接種を希望する事業者のリ

スト（二次リスト）を作成する。  

⑥ 所管行政機関の長は、二次リストに基づき当該事業者の長に対し、特定

接種に係る登録申請を行うよう連絡する。  

⑦ 各所管行政機関の長は、作成した二次リストを厚生労働大臣宛て提出す

る。 

 

○ 登録申請の手続きについては、以下の方法が考えられる。 

① 登録の候補となる事業者の長は、所管行政機関を経由して厚生労働大臣

へ登録申請（注18）する。 その際、所管行政機関の長は当該事業者の登録

内容を把握することとする。  

② 当該所管行政機関の長は、当該事業者の登録内容について確認を行い、

内容に疑義がある場合には、必要に応じて当該事業者に対して照会を行う

こととする。  

③ 当該所管行政機関の長は、当該事業者の登録内容に疑義が無ければ、厚

生労働大臣宛てに登録内容を確認した旨通知する。 

④ 当該所管行政機関の長からの当該通知を受領した厚生労働大臣は、登録

                                                   
17  所管行政機関とは、例えば電力会社であれば、国（経済産業省）、病院であれば各都道府県など、その事業者に許

認可を与えている、又は主にその事業者を把握している官公署を指す。 
18  申請の際に登録する情報は、特定接種を行うべき対象者の人数や業務内容を想定している。 
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内容の確認を行い、当該事業者の登録内容に疑義が無ければ、登録を行う。 

⑤ 当該登録を行った厚生労働大臣は、当該事業者の長及び当該所管行政機

関の長に対して、登録が完了した旨通知する。  

 

○ 特定接種の対象となる国家公務員や地方公務員については、その所属機関

が対象者を把握し、厚生労働大臣宛てに報告することが考えられる。 

 

ロ） 接種体制 

○ 特定接種対象者に対し、速やかに接種することが求められるものであるため、

未発生期からできるだけ早期に接種体制を構築することが求められる。 

 

○ 原則として集団的接種を行うこととするため、100人以上を単位として接種体制

を構築する必要がある。登録事業者は、企業内診療所において接種体制を構築

する、又は接種を行う地域の医療機関とあらかじめ発生時に接種に協力する旨の

協定を結ぶ等により接種体制を構築することとする。100人以上の集団的接種体

制を構築できない登録事業者については、登録事業者が属する事業者団体ごと

に集団的接種体制の確保を図ることが求められる。 

 

○ 上記の方法によってもなお、登録事業者又は登録事業者が属する事業者団

体ごとに集団的接種体制を構築することが困難な場合には、厚生労働省は、

必要に応じ、都道府県や市町村の協力を得て接種体制を構築する必要がある。

接種会場については、保健所・保健センター等公的な施設を活用するか、医

療機関に委託することが考えられる。 

 

○ 医療従事者への特定接種は、勤務する医療機関において実施することとなるた

め、当該医療機関で接種体制を構築する必要がある。 

 

○ 特定接種の対象となる国家公務員や地方公務員については、その所属機関

が接種体制の構築を図る必要がある。 

 

７．２ 住民に対する予防接種→医療・公衆衛生に関する分科会検討事項 

 

○ 特措法において、新型インフルエンザ等緊急事態措置の一つとして住民に

対する予防接種の枠組ができたことから、緊急事態宣言が行われている場合

については、特措法第 46条に基づき、予防接種法第６条の規定（臨時の予防

接種）による予防接種を行うこととなる。 
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○ 一方、緊急事態宣言が行われていない場合については、予防接種法第６条

第３項の規定（新臨時接種）に基づく接種を行うこととなる。 

 

○  住民に対する予防接種については、厚生労働省の新型インフルエンザ専門家

会議の「新型インフルエンザ対策ガイドラインの見直しに係る意見書」で取りまとめ

られている内容が概ね妥当であり、次のように考えられる。 

 

（１） 優先接種対象者の考え方 

○ パンデミックワクチンの供給の開始から全国民分の供給までには一定の期間を

要するため、未発生期に、新型インフルエンザ等の発生後の状況に応じてパンデ

ミックワクチンの接種順位を決定する際の基本的な考え方を策定しておく必要があ

る。 

 

○ 特定接種が行われず、病原性が低い場合に行われる可能性のある予防接種法

第６条第３項の新臨時の予防接種においては、まず、新型インフルエンザ等の患

者の診療に直接従事する医療従事者から接種する。 

 

○ 特定接種対象者以外の接種対象者については、以下の４群に分類するのが適

当と考えられる。 

①医学的ハイリスク者：呼吸器疾患、心臓血管系疾患を有する者等、発症す

ることにより重症化するリスクが高いと考えられる者 

・基礎疾患を有する者  

（※）基礎疾患により入院中又は通院中の者をいう。平成21年のパンデミック時に

とりまとめられた「新型インフルエンザワクチンの優先接種の対象とする基礎

疾患の基準 手引き」を参考に、発生した新型インフルエンザ等による病状等を

踏まえ、発生時に基準を示す必要がある。 

・妊婦  

②小児（１歳未満の小児の保護者及び身体的な理由により予防接種が受けら

れない小児の保護者を含む。）  

③成人・若年者  

④高齢者：ウイルスに感染することによって重症化するリスクが高いと考え

られる群（65歳以上の者）  

 

○ 接種順位については、新型インフルエンザによる重症化、死亡を可能な限り

抑えることに重点を置いた考え方を原則とするが、我が国の将来を守ること
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に重点を置いた考え方や、これらの考え方を併せた考え方もあることから、

こうした考え方を踏まえ判断するべきである。 

 

イ）重症化、死亡を可能な限り抑えることに重点を置いた考え方  

・成人・若年者に重症者が多いタイプの新型インフルエンザの場合  

（医学的ハイリスク者＞成人・若年者＞小児＞高齢者の順で重症化しやすいと仮定） 

①医学的ハイリスク者 ②成人・若年者 ③小児 ④高齢者  

・高齢者に重症者が多いタイプの新型インフルエンザの場合  

（医学的ハイリスク者＞高齢者＞小児＞成人・若年者の順で重症化しやすいと仮定） 

①医学的ハイリスク者 ②高齢者 ③小児 ④成人・若年者 

・小児に重症者が多いタイプの新型インフルエンザの場合  

（医学的ハイリスク者＞小児＞高齢者＞成人・若年者の順で重症化しやすいと仮定）  

①医学的ハイリスク者 ②小児 ③高齢者 ④成人・若年者  

 

ロ）我が国の将来を守ることに重点を置いた考え方  

・成人・若年者に重症者が多いタイプの新型インフルエンザの場合  

（医学的ハイリスク者＞成人・若年者＞高齢者の順で重症化しやすいと仮定）  

①小児 ②医学的ハイリスク者 ③成人・若年者 ④高齢者  

・高齢者に重症者が多いタイプの新型インフルエンザの場合  

（医学的ハイリスク者＞高齢者＞成人・若年者の順で重症化しやすいと仮定）  

①小児 ②医学的ハイリスク者 ③高齢者 ④成人・若年者  

 

ハ）重症化、死亡を可能な限り抑えることに重点を置きつつ、併せて我が国の

将来を守ることにも重点を置く考え方 

・成人・若年者に重症者が多いタイプの新型インフルエンザの場合  

（成人・若年者＞高齢者の順で重症化しやすいと仮定） 

①医学的ハイリスク者 ②小児 ③成人・若年者 ④高齢者  

・高齢者に重症者が多いタイプの新型インフルエンザの場合  

（高齢者＞成人・若年者の順で重症化しやすいと仮定）  

①医学的ハイリスク者 ②小児 ③高齢者 ④成人・若年者 

 

○ このほか、年齢によるワクチンの効果等も考慮する必要がある。 

 

○ ワクチン接種の順位等を決定する際には、基本的対処方針等諮問委員会に

諮った上で、新型インフルエンザ等対策本部において、決定するものとする

べきである。なお、必要に応じ、基本的対処方針等諮問委員会に新型インフ
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ルエンザ等対策有識者会議の委員を含め専門家の出席を求めるものとする。 

 

（２） 供給体制 

○ 厚生労働省は、未発生期において、全国民分のパンデミックワクチンを円

滑に流通できる体制を構築し、発生後においては、確保したワクチンが、接

種の実施主体である市町村に円滑に供給されるよう調整することが求められ

る。  

 

○  流通の調整にあたり、不要在庫を発生させないため、及びワクチンが平等

に供給されるために、新型インフルエンザワクチンの流通改善に関する検討

会報告書を踏まえ、以下等の対応が求められる。 

・ 厚生労働省は、都道府県ごとの配分量を、各都道府県の人口、当該優先接種対象

者数等の概数及び流行状況などに基づき算出する。 

・ 厚生労働省は、卸売販売業者が各供給先へ販売した量及び時期に係る情報を定期

的に収集し、都道府県に情報提供する。都道府県は、各ワクチン供給先における接

種予定本数などを的確に把握し、ワクチンの偏在を生じないように供給本数を調整

する。 

・ 都道府県は、都道府県卸売販売業組合等の関係者と十分な協議を行い、各供給先

への納入卸売販売業者を決定する。その際、可能な限り、1 つのワクチン供給先に

1つの卸売販売業者を対応させる。 

・ 各ワクチン供給先は、発注の際、被接種者数の動向等に基づき、需要を適切に見

込み、可能な限り、小口に分割して発注する。一部のワクチン供給先からの過剰な

発注が認められる場合には、都道府県は、医師会等の医療関係団体の協力を得て、

注意喚起を行う。 

 

（３） 接種体制 

イ）未発生期における準備 

○ パンデミックワクチンについては、全国民が速やかに接種することができ

るよう、未発生期から体制の構築を図る必要がある。 

 

○ 円滑な接種の実施のために、あらかじめ市町村間及び都道府県間等で広域

的な協定を締結し、居住地以外の市町村における接種を可能とするとともに、

健康被害が生じた場合の手続きを明確化しておくことが求められる。 

 

○ あらかじめ流入・流出人口等を踏まえた各市町村のワクチン需要量を算出

しておく等、住民に対する予防接種のシミュレーションを行うことも必要と
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考えられる。 

 

ロ）接種対象者 

○ 実施主体である各市町村が接種を実施する対象者は、当該市町村の区域内

に居住する者を原則とする。 

 

○ 当該市町村の区域内に居住する者以外に、広域的な協定の締結により、当

該市町村に所在する医療機関に勤務する医療従事者、及び入院中の患者等に

対しても、接種を実施する場合が考えられる。 

 

ハ）接種体制の構築等 

（バイアルサイズ） 

○ パンデミックワクチンを早期に供給し、できるだけ早く接種するためには、

ワクチンの大部分を10mlなどの大きな単位のバイアルで供給することを基本

とし、原則として集団的接種を行うものとする。 

 

○ なお、１ml バイアル、プレフィルドシリンジ等の小さな単位のワクチンに

ついては、妊婦、在宅医療の受療中の患者など、特に必要な者が利用するも

のとし、これらの者については個別接種を行うものとする。 

 

（医療従事者の確保） 

○ 接種には多くの医療従事者が必要となることから、地域医師会等の協力を

得て、その確保を図る。 

 

（接種の実施会場の確保） 

○ 接種のための会場については、地域の実情に応じつつ、人口 1 万人に 1 か

所程度の接種会場を設けて接種を行うものとする。 

 

○ 市町村は、保健所・保健センター、学校など公的な施設を活用するか、医

療機関に委託すること等により、接種会場を確保する。 

 

（接種体制の構築） 

○ 原則として集団的接種を行うこととするため、そのための体制を確保する。

即ち、各会場において集団的接種を実施できるよう予診を適切に実施するほ

か、医療従事者や誘導のための人員、待合室や接種場所等の設備、接種に要

する器具（副反応の発生に対応するためのものを含む。）等を確保する必要が
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ある。 

 

○ 発熱等の症状を呈している等の予防接種を行うことが不適当な状態にある

者については、接種会場に赴かないよう広報等により周知すること、及び接

種会場において掲示等により注意喚起すること等により、接種会場における

感染対策を図ることが必要である。 

 

○ 基礎疾患を有し医療機関に通院中の医学的ハイリスク者に関しては、通院

中の医療機関から発行された「優先接種対象者証明書」を持参した上で、集

団的接種を実施する会場において接種することを原則とする。なお、実施主

体である市町村の判断により、通院中の医療機関において接種することも考

えられる。 

・ ワクチンの大部分が 10ml等の大きな単位のバイアルで供給されることを踏まえ、

通院する医療機関において接種する場合であっても、原則として集団的接種を行う

こととするため、原則として 100人以上を単位として接種体制を構築する。 

・ １ml 等の小さな単位のバイアルの流通状況等によっては、医学的ハイリスク者

に対し、通院中の医療機関において、必ずしも集団的接種によらず接種を行うこと

も考えられる。 

・ 医学的ハイリスク者に対するワクチン接種については、接種に係るリスク等も考

慮して、集団的接種を実施する場合であっても、予診及び副反応に関する情報提供

をより慎重に行うことに留意する。 

 

○ 医療従事者、医療機関に入院中の患者、在宅医療を受療中の患者について

は、基本的に当該医療機関において接種を行う。ただし、在宅医療を受療中

の患者であって、当該医療機関における接種が困難な場合、訪問による接種

も考えられる。 

 

○ 社会福祉施設等に入所中の者については、基本的に当該社会福祉施設等に

おいて集団的接種を行う。 

 

○ 事業者等の従事者等については、接種を円滑に実施する観点から、事業者

等が企業内診療所等において集団的接種を実施することも考えられる。 

・企業内診療所における集団的接種を前提としており、一定程度以上の規模の事業

者等であること等が必要と考えられるため、その実施にあたり、未発生期の段階

から、実施主体である市町村等関係機関と十分な協議が必要である。 
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ニ）接種の予約等 

○ 接種の予約等については、以下に掲げる方法等を参考に、地域の実情に応

じてあらかじめその手順を計画しておく必要がある。 

 

（通知により行う方法） 

○ 接種対象者に対し、接種券を送付するとともに、接種日及び接種場所等を

指定した通知を行う。 

（例） 

・接種の優先順位、優先接種対象者ごとの接種の開始日については、広報等

により周知する。 

・接種会場、接種を受けるための具体的な方法について周知を行う。 

・市町村は、優先接種対象者ごとに、氏名を印刷した接種券を送付するとと

もに、接種日及び接種場所等を指定した通知を行う。 

（※）やむを得ない事情等により接種日等の変更を希望する場合のみ、市町村が設

置する予約窓口において受け付けることも考えられる。 

 

（予約を受け付ける方法） 

○ 接種対象者について、接種券を送付し、接種の予約を受け付ける。なお、

被接種者が複数の接種会場に重複して連絡することがないよう、市町村は窓

口を統一した上で、接種会場を適切に振り分けることが望ましい。 

（例） 

・市町村は、全住民に、氏名を印刷した接種券を送付する。 

・接種の優先順位、優先接種対象者ごとの接種の開始日については、別途広

報等により周知する。 

・接種会場、接種を受けるための具体的な方法について周知を行う。 

・接種の予約の受付は、予約受付電話等を設けて行う。 

 

７．３ ワクチンについて→医療・公衆衛生に関する分科会検討事項 

 

○  ワクチンについては、厚生労働省の新型インフルエンザ専門家会議の「新型イ

ンフルエンザ対策ガイドラインの見直しに係る意見書」で取りまとめられている内容

が概ね妥当であり、次のように考えられる。 

 

（１） 研究開発等 

○ 厚生労働省は、細胞培養法等の新しいワクチン製造法や、経鼻粘膜ワクチ

ン等の新しい投与方法等の研究・開発を促進するとともに、生産ラインの整
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備を推進する。また、これらのワクチン開発に合わせて、及び、海外ワクチ

ンの最新知見を収集しながら、小児への接種用量について検討を行う必要が

ある。 

 

○ 厚生労働省は、新型インフルエンザ発生時に特定接種対象者に接種するプ

レパンデミックワクチンの有効な接種方法等の検討に資するよう、最新の流

行状況を踏まえ、有効性・安全性についての臨床研究を推進すべきである。

臨床研究の対象者については、ＷＨＯに助言している諮問委員会が提示して

いる範囲を踏まえ、鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）ウイルスを扱う研究者、

鳥インフルエンザ発生時に防疫業務等に従事する者、医療従事者とする他、

積極的疫学調査に従事する者や、有効性・安全性等に関する正確な情報を分

かりやすく情報提供した上で指定公共機関等社会機能維持に従事する者等と

することが考えられる。 

 

（２） プレパンデミックワクチンの備蓄・事前製剤化等について 

○ パンデミックワクチンの開発・製造には一定の時間がかかるため、それまで

の対応として、特定接種対象者に対し、プレパンデミックワクチンの接種を

行うこととし、厚生労働省は、その原液の製造・備蓄（一部製剤化）を進め

る必要がある。 

（参考）プレパンデミックワクチンの備蓄状況（平成 24年 12月時点） 

・原液 

平成 22年度 約 1,000万人分（ベトナム株／インドネシア株） 

平成 23年度 約 1,000万人分（アンフィ株） 

平成 24年度 約 1,000万人分（チンハイ株）備蓄予定 

・製剤化 

平成 24年度 原液備蓄株 1株当たり約 54万人分を製剤化予定 

 

（３） 発生時のワクチンの確保 

（プレパンデミックワクチン） 

○ 厚生労働省は、海外の状況、プレパンデミックワクチンの有効性の確認及

び新型インフルエンザ等有識者会議の専門家の意見等を踏まえつつ、備蓄さ

れているプレパンデミックワクチンの中から最も有効性が期待されるウイル

ス株を選択するものとするべきである。 

 

○ 厚生労働省は、最も有効性が期待されるウイルス株の選択後、速やかに特

定接種対象者に対して予め製剤化してあった当該ワクチンを接種できるよう
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関係機関に周知する。備蓄してあった当該ワクチン原液は、季節性インフル

エンザワクチンなど他のワクチンに優先して迅速に製剤化を行うよう、製造

業者に依頼する。 

 

（パンデミックワクチン） 

○ 現時点で、新型インフルエンザが発生した場合、パンデミックワクチンは

鶏卵培養法を用いて、インフルエンザＨＡワクチンの製法、又は沈降インフ

ルエンザワクチン（Ｈ５Ｎ１）の製法のいずれかにより製造されることとな

るが、沈降インフルエンザワクチン（Ｈ５Ｎ１）の製法により製造された場

合、小児の使用について、以下のことに注意を要する。 

・ これまでの研究結果から小児においても有効性は認められている一方、低年齢小

児において発熱が高頻度に見られる。 

・ したがって、発生した新型インフルエンザによる病状等及び最新の科学的知見に

基づいて、小児に対してもワクチン接種を行うべきか、専門家の意見等を踏まえ基

本的対処方針等諮問委員会に諮った上で、新型インフルエンザ等対策本部で決定す

る必要がある。 

・ なお、厚生労働省は、リスク・ベネフィットを勘案の上、必要に応じ、小児を対

象として実施した臨床研究（注19）の結果及び最新の知見を参考に、接種用量の設

定を検討する。 

 

  

                                                   
19  平成 19 年度 厚生労働科学研究費補助金（治験推進研究事業） 沈降不活化プレパンデミックワクチン全粒子イ

ンフルエンザワクチンの健康小児を対象とした臨床試験 （研究代表者 神谷齊） 
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８．その他 

 

８．１ インフルエンザサーベイランスについて→医療・公衆衛生に関する分科会検討事

項 

 

○ サーベイランスのガイドラインについては、「新型インフルエンザ対策ガ

イドラインの見直しに係る意見書」に基づき、新設するべきである。 

 

（１） 平時からのサーベイランス体制の整備・推進 

○ 季節性インフルエンザ及び新型インフルエンザに対応するため、平時から

実施する以下のサーベイランスについて、目的、実施方法、実施時期等を明

示するべきである。 

・ 患者発生サーベイランス（約 5,000 の患者定点医療機関によるインフルエ

ンザ発生動向の把握） 

・ ウイルスサーベイランス（上記定点医療機関のうち約 500 の病原体定点医

療機関から提出された検体のインフルエンザウイルスの分析） 

・ 入院サーベイランス（約 500の基幹定点医療機関による入院患者の発生動

向・特徴の把握） 

・ 学校サーベイランス（全国の全ての幼保、小中高等におけるインフルエン

ザに関する臨時休業の情報収集） 

・ 感染症流行予測調査（国民の各年代の血清抗体調査） 

・ その他、地域ごとの実情に応じた研究事業等も活用したサーベイランス 

 

（２） 発生時に追加・強化するサーベイランスの実施方法等の明確化 

○ 新型インフルエンザ発生時に追加・強化する以下のサーベイランスについ

て、目的、実施方法、実施期間等を明示するべきである。 

・ 新型インフルエンザ患者の全数把握（確定患者・疑似症患者の届出基準を

例示、国内患者数百例等まで実施） 

・ 学校サーベイランスの強化（国内発生早期等において、報告対象を大学等

に拡大するほか、ウイルス検体を採取して亜型等を分析） 

・ ウイルスサーベイランスの強化（平時の対象に加え、全数把握患者（地域

発生早期まで）、学校等での集団発生、重症患者等のウイルスを分析） 

・ 積極的疫学調査の実施（感染経路、患者の基礎疾患・症状・治療経過、接

触者等の調査） 
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・ その他（死亡・重症患者の把握、患者の臨床情報の分析 等）  

 

（３） 鳥類、豚が保有するインフルエンザウイルスのサーベイランス 

○ 関係省庁等の連携の下、鳥類、豚が保有するインフルエンザウイルスに関

してそれぞれが得た情報を共有・集約化し、新型インフルエンザの出現の監

視に活用するために、国立感染症研究所において分析評価を実施するべきで

ある。 

  また、鳥類・豚インフルエンザウイルスサーベイランスに関する関係省庁

連絡会を適宜開催し、情報及びその分析結果の共有、並びにサーベイランス

の実施方法等について意見交換を実施するとともに、必要な対策を検討し、

予め対応マニュアルを検討・作成するべきである。 

 

（４） 集団発生のサーベイランス 

○ 集団発生の把握のため、季節性インフルエンザに対しては、学級閉鎖等を

対象とした全国の全ての幼保、小中高等に報告を求める学校サーベイランス

を行われているが、新型インフルエンザ発生時には、この取り組みを強化・

徹底して、早期対応のための探知に役立てることが重要である。 

  そのために、平時から感染症発生動向について、地域ごとに異常を探知で

きる情報収集及び分析体制を整備し、またそのための研究等も利用し、早期

対応に役立てられるよう準備しておくことが不可欠であり、その重要性をガ

イドラインに記載するべきである。 

 

（５） その他 

○ 発生時のウイルス検査については、地方衛生研究所と国立感染症研究所の役割

分担について、精度管理も含めて別途整理するべきである。 

 

○ 発生時の積極的疫学調査については、当初は国が積極的に支援する必要があ

るが、その方策及び国の役割について、別途整理するべきである。 

 

○ 発生時に緊急的に必要となる公衆衛生上の調査（血清抗体調査等）の研究を

迅速に行うため、平時から倫理審査等の手続きについて予め検討するべきで

ある。 

 

○ 平時からインフルエンザのサーベイランスに係る研究事業の推進を図るべ

きである。 
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８．２ 水際対策について→医療・公衆衛生に関する分科会検討事項 

 

○ 水際対策については、厚生労働省の新型インフルエンザ専門家会議の「新

型インフルエンザ対策ガイドラインの見直しに係る意見書」で取りまとめら

れている内容が概ね妥当であり、次のように考えられる。 

 

（１） 病原性等の程度に応じた水際対策 

○ 海外で新型インフルエンザ等が発生した場合、政府対策本部は、その致死

率、感染者が入国する可能性等を踏まえ、基本的対処方針等諮問委員会の意

見を聴きつつ、総合的に検討を行い、検疫の強化等の実施方針を決定する。

ただし、現場において混乱が生じないよう、在外邦人の帰国や外国人の入国

については、国内の受け入れ態勢（検疫所の態勢、停留の収容能力等）と整

合を図る必要がある。 

 

（２） 実施方針 

○ 水際対策の具体的な実施方針については、感染拡大の状況や、病原性の判

明の状況等に応じ、様々な対応があり得ることから、標準的な対応パターン

を示し、状況に応じて縮小・中止を含め柔軟に対策を実施する必要がある。 

 

（３） 集約海空港 

○ 航空機・船舶を集約する国内検疫実施場所（特措法に基づく「特定検疫港

等」）は、検疫飛行場及び検疫港のうち、行動計画にある、成田、羽田、関西、

中部及び福岡空港の５空港と横浜、神戸、関門及び博多港の４海港が想定さ

れる。 

 

○  停留を実施する場合には、厚生労働省の要請に基づき関係省庁間で協議を

行い、海外における発生状況、航空機・船舶の運航状況等に応じて、国内検

疫実施場所（特措法に基づく「特定検疫港等」）を指定し、集約化を図ること

を検討する。 

 

（４） 停留施設（停留の実施は集約する場合に限る。） 

（対象施設） 

○ 停留施設として使用する宿泊施設は、停留者間の接触を最小限に抑える観

点から、部屋の中に風呂、トイレ、テレビ、電話等の設備が設置されている

等、原則一人一室で使用でき、結婚式、会議等のイベント等を行わない宿泊

に特化した宿泊施設の使用を検討する。 
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（区域） 

○ 停留施設として使用する宿泊施設は、停留者を搬送する際の利便性を考慮

し、特定検疫港等からのアクセス性を基礎として定める必要があることから、

特定検疫港等が所在する市区町村と隣接する市区町村の中から必要な区域を

指定する。 

 

（事前準備：施設管理者の同意） 

○ 厚生労働省は、宿泊施設等の管理者に対し事前に説明を行い施設の使用に

関して同意を得ることができるように努め、感染したおそれのある者を停留

するための集約海空港の周囲の宿泊施設の確保を進める。 

 

（特措法に基づく停留施設の使用）  

○ 厚生労働省は、検疫対象者が増加して、停留施設の不足により停留の実施

が困難であると認められる際には、停留施設として使用したい特定検疫港等

周辺の施設の管理者から同意を得られない場合においても、特措法に基づく

停留施設の使用を検討する。 

基本的対処方針等
諮問委員会

⑤対策決定

①集約化の
必要性の
検討（注）

②情報提供

諮問

提言

④

③報告

現場

機関

等航空会社、船会社等検疫所

注 ： 検討に当たっては、WHOや他国の状況を把握し、国際的な連携を確保することが必要。

②協議

⑥対策本部決定の内容
（検疫空港等の集約化）
を要請

②情報提供

・準備開始

⑥対応指示

⑦対策の実施
現場でも相互の連絡

港湾管理者

空港管理者
②情報提供・準備開始
⑥情報提供

国際航空機・旅客船の集約化の流れ

国土交通省厚生労働省

新型インフルエンザ等対策本部

国
際
連
携

WHO
CDC

他国の状況

事前の調整が整わない場合、
使用について要請（検疫所経由）

②⑥情報提供

集約する特定検疫港等は、事前に調整・決定
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８．３ 発生国からの航空機・船舶等の運航制限要請等→医療・公衆衛生に関する分科

会検討事項 

 

○ 厚生労働大臣は、特措法第 29 条に基づく検疫のための停留施設の使用の措

置を講じても停留を行うことが著しく困難で、新型インフルエンザ等の病原

体が国内に侵入することを防止できないおそれがあるときは、関係省庁（国

土交通省、外務省）と協議の上、政府対策本部長に報告する。政府対策本部

長は、国民の生命及び健康に対する著しく重大な被害の発生並びに国民生活

及び国民経済の混乱を回避するため緊急の必要があると認めるときは、発生

国における地域封じ込めの状況、ＷＨＯによる発生国又はその地域への運航

自粛勧告がなされた場合や他国における運航自粛要請等の状況等を踏まえ、

国際的な連携を確保しつつ、航空会社や船舶会社に対し、発生地域から来航

又は発航する航空機・旅客船であってその地域から乗り込んだ者がいるもの

の運航自粛等を要請することが求められる。 

 

８．４ 在留邦人への対応→有識者会議検討事項 

○ 政府は、海外で新型インフルエンザが発生した場合には、在留邦人保護の

ため以下の措置を実施することが求められる。この過程で、必要に応じて諸

外国と協力する必要がある。 

 

イ） 情報収集・提供 

・ 在外公館を通じた関係国当局・現地在留邦人のネットワーク等からの情報

収集 

・ ＷＨＯ等の国際的ネットワークを通じた情報収集（発生状況、現地医療体

制、主要国の動向等） 

 ・ 収集した情報について、在留邦人との連絡協議会、ホームページ、メー

ルサービス等を通じた在留邦人へ情報提供（食糧備蓄の勧奨等） 

 ・ 状況に応じて「感染症危険情報」（※）発出 

（在留邦人に対し、自宅待機や安全な地域への退避などを含めた適切な安全

対策を講ずるよう注意喚起） 

  ※ 感染症危険情報については、ＷＨＯ及び在外公館からの報告に基づいて

発出を検討する。また、これらの情報については、厚生労働省等とも共有

する。 

 

ロ） 帰国を希望する在外邦人への帰国支援 
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・ 在留邦人への定期便の運行情報、帰国に際して検疫が強化されていること

の情報提供（関係各国と連携） 

・ 増便が必要な場合の航空会社への依頼［国土交通省と協力］ 

・ 定期航空便等の運行停止後は、直ちにチャーター機手配等の代替的帰国手

段の検討  

 

ハ）在留邦人感染者への対応 

・ 現地医療機関との連携（現地医療機関の処方箋を踏まえ、現地制度に則し

た対応） 

・ 現地医療機関が機能しない等の緊急・特例的な状況に備え、緊急支援・供

与用として、在外公館に、抗インフルエンザウイルス薬を備蓄（注20） 

 

８．５ 国内発生初期における現地対応→有識者会議検討事項 

 

○ 新型インフルエンザ等が国内で初めて発生した場合であって、発生初期の

段階における調査支援のため必要があると認めるときは、政府対策本部長は、

当該都道府県に新型インフルエンザ等現地対策本部（「政府現地対策本部」）

を設置することが求められる。この場合において、政府現地対策本部は、都

道府県が行う新型インフルエンザ等の発生の状況、動向及び原因の調査の支

援並びに政府対策本部及び都道府県対策本部の情報発信の調整を行うことと

する。なお、複数の地域で同時多発的に発生した場合には、当該地域の都道

府県の調査力を勘案し、設置場所を選定する必要がある。 

 

○ 政府現地対策本部の構成は、専門的な疫学調査等の知見を有する職員（厚

生労働省の担当職員（国立感染症研究所職員を含む。））、内閣官房職員とし、

必要に応じ基本的対処方針等諮問委員会の委員の一部又は同委員会の推薦を

受けた専門家も派遣する必要がある。 

 

○ 政府対策本部と都道府県対策本部が二元的なものとなってはいけないので、

現地の都道府県対策本部が行う専門的な疫学的情報収集などをサポートする

という姿勢で取り組む必要があると考えられる。 

 

○ 政府現地対策本部は、発生した新型インフルエンザ等の特性に係る情報が、

ある程度蓄積された段階で廃止するものと考えられる。 

                                                   
20 平成 23年 9月の政府行動計画において、国民の 45％に相当する量を目標として抗インフルエンザウイルス薬を備蓄

すると規定されていることに準じて、医療事情の悪い国・地域の在留邦人及び短期滞在者の 45％にあたる約 24万人

分のタミフル等を備蓄済み。 
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８．６ 社会的弱者への支援について→医療・公衆衛生に関する分科会検討事項 

 

（１） 新型インフルエンザ等発生時の要援護者への生活支援について 

イ）未発生期の準備 

○ 市町村は、自治会等と連携して、新型インフルエンザ等の流行により孤立

化し、生活に支障を来すおそれがある世帯の把握に努め、発生後速やかに必

要な支援ができるようにする必要がある。 

 

○ 新型インフルエンザ等発生時の要援護者は、家族が同居していない又は近

くにいないため、介護ヘルパー等の介護や介助なしでは日常生活ができない

独居高齢者や障害者が対象範囲となる。災害時要援護者の対象者を参考に範

囲を定めることが考えられるが、災害時要援護者の対象者であっても、同居

者がいたり、家族が近くにいる場合や、あるいは独居高齢者であっても支障

なく日常生活できる者は対象外となる。 

 

○ 以下の例を参考に、各地域の状況に応じて、各市町村が要援護者を決める。 

・ 一人暮らしで介護ヘルパー等の介護等がなければ、日常生活（特に食事）

が非常に困難な者 

・ 介護施設に入所できず、やむを得ず独居し介護サービスを受けている者 

・ 障害者のうち、一人暮らしで介護ヘルパーの介護や介助がなければ、日

常生活が非常に困難な者 

・ 障害者のうち、一人暮らしで支援がなければ市町村等からの情報を正し

く理解することができず、感染予防や感染時・流行期の対応が困難な者。 

・ その他、支援を希望する者（ただし、要援護者として認められる事情を

有する者） 

 

○ 要援護者情報の収集・共有方式としては、関係機関共有方式、手上げ方式、

同意方式がある。市町村が災害時要援護者リストの作成方法等を参考に各市

町村の状況に応じて新型インフルエンザ等発生時の要援護者リストを作成す

る。 

 

○ 個人情報の活用については、各市町村において、事前に包括的な同意が取

れる仕組みを作っておくこと、又は必要に応じ個人情報保護に関する条例の

改正を行っておくこと、若しくは弾力的な運用を検討しておくことが望まれ

る。 
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○ 新型インフルエンザ等発生時の要援護者への対応について、市町村が関係団体

や地域団体、社会福祉施設、介護支援事業者、障害福祉サービス事業者等に協

力を依頼し、発生後速やかに必要な支援が行える体制を構築する。 

 

○ 要援護者の登録情報を分析し、必要な支援内容、協力者への依頼内容を検討す

る。支援内容としては、安否確認、食料や生活必需品の配達等が考えられる。 

 

○ 安否確認の方法としては、協力者が訪問して確認する方法のほか、要援護者自

身が安否を電話やメールで知らせる方法が考えられる。また、食料や生活必需品

を配達する際には玄関先までとするなど協力者等の感染機会や負担を軽減できる

方法を検討する。 

 

○ 個人、家庭における対策として自助の視点は重要であり、災害時のように食料品

や生活必需品等を備蓄しておくことが推奨される。 

 

ロ）新型インフルエンザ等発生後の対応 

○ 新型インフルエンザ等の発生後、市町村は、新型インフルエンザ等の発生が確

認されたことを要援護者や協力者へ連絡する。 

 

○ 市町村は、計画に基づき、要援護者対策を実施する。 

 

（２） 新型インフルエンザ等発生時の要援護者、在宅患者への医療提供について 

○ 新型インフルエンザ等が発生し地域感染期に至った場合、訪問看護・訪問診療

に対する需要が増加する一方、これらの業務に従事する医療従事者が罹患するこ

と等により、欠勤者が増加することも予測されることから、訪問看護・訪問診療が

継続的に行われるよう、関係機関同士協力できる体制を事前に検討し、構築して

おく必要がある。 

 

○ 新型インフルエンザ等に罹患し在宅で療養する場合に支援が必要な患者の情報

について、都道府県及び市町村と関係医療機関等との間で情報共有に努める。 

 

○ 地域感染期において感染機会を軽減する等の観点から、慢性疾患等を有する定

期受診患者は、本人またはその介護者等が、事前に主治医と地域感染期におけ

る対応（長期処方、ファクシミリ処方等）について相談しておくことが望ましい。 
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８．７ 新型インフルエンザ等発生時の埋葬及び火葬について→医療・公衆衛生に関

する分科会検討事項 

 

（１） 遺体の埋火葬手続の特例の制定 

○ 特措法では、新型インフルエンザ等緊急事態において、埋葬又は火葬を円

滑に行うことが困難となった場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止

するため緊急の必要があるときは、政令で定めるところにより、埋火葬手続

の特例を設けることができることとしている。 

 

○ 遺体の埋火葬の手続については、厚生労働大臣が指定した地域や期間にお

いては、①死亡地以外のいずれの市町村においても埋火葬の許可を受けられ

るようにするとともに、②公衆衛生上の危害を防止するために特に緊急の必

要があると認められるときは、埋火葬の許可を要しないものとし、火葬場管

理者等が死亡診断書等の提出をもって市町村に確認することとするといった

手続の特例を設ける必要があると考えられる。 

 

（２） 特定都道府県知事等による埋火葬の実施の特例 

○ 特措法では、特定都道府県知事は、埋葬又は火葬を行おうとする者が埋葬

又は火葬を行うことが困難な場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止

するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣の定めるところに

より、埋葬又は火葬の措置をとらなければならないとしている。また、特定

都道府県知事は、埋葬又は火葬を迅速に行うために必要があると認めるとき

は、当該措置の実施の事務の一部を特定市町村長が行うこととすることがで

きることとなっている。 

 

○ この具体的内容については、新型インフルエンザ等に起因して死亡した者

に係る火葬につき火葬場の火葬能力が追いつかず、遺体が火葬されない状態

が続く場合に、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると

きには、都道府県等が、遺族の意思を確認の上、一時的に埋葬を行うことが

必要となる場合が考えられる。 
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 国内発生～まん延期に想定さ

れる状況（「新型インフルエンザ

対策ガイドライン（参考１）（平成

21 年２月 17 日）」における想定） 

各業界における対策と目標 

（各業界のガイドライン及び企業の業務継続計画） 

 
医療・公
衆衛生 
 

 

○一部の医療機関は、新型イン

フルエンザへの業務資源の

重点的投入のため、診療科目

を限定 

○爆発的に需要が増え、医療機

関における業務資源（医療従

事者、医薬品、資器材、ベッ

ド等）が不足する 

 

○発生段階に応じて、感染拡大防止効果等を勘案

して対策を講じる。 

〔地域発生早期まで〕 

・発生国からの帰国者等で発熱・呼吸器症状等

を有する者を帰国者・接触者外来において診

断 

・新型インフルエンザ等患者は、原則として感

染症法上に基づき感染症指定医療機関等へ

の入院措置等の対象となる 

〔地域感染期以降〕 

・一般の医療機関において診療（帰国者・接触

者外来の原則中止） 

・患者数の大幅な増加に備え、新型インフルエ

ンザ等患者のうち、重症者は入院治療、軽症

者は在宅診療に振り分ける 

・待機可能な入院や手術を控える 

 
資料：第２回医療・公衆衛生分科会資料より 
 

 
電気 

○感染拡大防止の観点から、一

部業務を縮小・延期 

○保守・運用の従業員不足によ

り地域的・一時的に停電等が

生じるおそれ 

○従業員の 40％が約２週間欠勤することを想定

し、優先業務として①電気の安定供給に必要不

可欠なもの、②会社機能維持のため必要なも

の、③法令遵守しなければならないもの、など

を継続する方針としている。 

○優先業務を継続するために、国内感染期に優先

業務以外（一部のイベントや緊急性の低い業

務）の縮小・延期を検討している。 

 
資料：電気事業者の行動計画等より抜粋 

 

 
公共交
通 
 

○従業員不足により、運行本数

が減少 

○外出自粛・通勤手段の変更に

より、公共交通機関への需要

が大幅減少 

○公共交通に関わる事業者は「まん延期でも、極

力運行を維持する」こととしているが、乗務員

の休業率に応じた減便ダイヤを定めており、

40％の欠勤では半減等相当の減便になること

を想定しておく必要がある。 

 

資料：「事業者における新型インフルエンザ事業継続

計画策定の手引き」（平成 22 年３月 国土交通省危

機管理室）及び関連調査より 

 

 

（別紙） 
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金融 

○ＡＴＭへの現金流通が滞り、

一時的にサービス中断 

○従業員の最大欠勤率 40％で継続必要継務・実

施可能業務を精査。 

  継続必要業務は、優先店舗（その他店舗は閉

鎖）での①現金供給（預貯金等の払戻し）、②

資金の決済（振込、送金、口座振替、手形・小

切手の取立）、③資金の融通（融資）、④証券の

決済、⑤金融事業者間取引を前提に、業務内容、

地域性等を踏まえ各金融機関で判断。 

 
資料：全国銀行協会「新型インフルエンザ対策にかか
る業務継続計画（ＢＣＰ）に関する基本的考え方」 

 
物流（貨
物運送、
倉庫等） 

○事業活動休止・稼働率低下に

より、物流量が減少 

○中小事業者は休業する可能

性 

○従業員不足による集配の遅

延、サービスの中断 

○宅配、通信販売等に対する需

要が大幅に増加 

 

※（国の対策）新型インフルエンザへの対応とし

て必要な場合には、地方公共団体と連携し、運

送事業者に対して、医薬品、食料品等の緊急物

資の運送を要請する。 

 

資料：国土交通省行動計画 

 
食料
品・生活
必需品 
 

○市民の買い占めにより食料

品・生活必需品が不足 

○食料品等の製造・輸入量が減

少 

 

○自社や取引先の従業員の 40％程度が８週間に

わたり欠勤することを想定し、リスク分析を行

うことを推奨。 

○重要業務継続のための措置（嗜好性食品製造、

研究開発等の業務縮減）を実施。 

 
資料：平成 21 年６月 農林水産省「～新型インフルエ
ンザ対策～食品産業事業者等のための事業継続計画
（簡易版）の策定及び取組の手引き」より一部抜粋 
 ＜参考：行政及び国民が想定される状況に対して取

る対策＞ 
 ○特措法第 59条（生活関連物資の価格の安定等） 
 ○家庭用食料品の備蓄 

 

 

 


